
様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）物

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

FIIv圭鑑百r画1 圭路斗索ｲ1-1 1 T時謹密1,蓉寺･卜H攻百rpYn

蕊理番号 努一』､す

経費項目 鼠踏形蹟･研修費･唖蕊臘儲潅績･会読費･資料'何j讃･資料購入費吾諮費･謡翔費人件費

内 容 浜松エフエム放送番組料金令和6年4月分

年月 日 2024年4月1日～2024年4月30日 金額 27,720円

目的
政務活動報告

使途
浜松エフエム放送番組料金

基4力1口割

県政との

関連性

県政の報告

＜､T貝MX青貝白1丁椚呈,少

27,500（番組料金）＋220 （振込蓉NsD=27,720

別紙あり請求書

…
毎度ご利用いただきありがとうございます

1
1

日
/Q戸浜松いわた信用金庫

野
に浜松磐田信用金庫 ｜

間本店営業部 与一 ｜

1‘:鯉蕊：
税務署承認済

お取引内容

振込 ド＊

お取引後残高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊

手数料 ￥''0

時刻11 ：47

ページ 硬貨

おつり ￥28

0

＊

27,720円

／

100％ 27,720円



〒431-0431

静岡県湖西市鷲津5267 1階東側 圭
月

ニ
ニ
ロ 求書

2024年4月30日

No. 23835

静岡県議会議員田内浩之 様

サテｼﾃｨ浜松中央館4階
TEL:053-458-8600 FAX:053-458-8611

登録番号;T6080401004009

(■■■）

2024年4月度

期間2024/04/01～2024/04/30

上記の通りご請求申し上げます。

なお弊社の取引銀行は次の通りです。

浜松磐田信用金庫本店営業部普通No.0698431

三井住友銀行 浜松支店 普通No.7024266

※誠に勝手ではございますが、振込手数料は貴社ご負担

にてお願い申し上げます。

■■
今回請求額

¥27,500

前回請求額 入金額 繰越額 売上額 消費税額等

35,000 35,000 0 25,000 2,500

費 目 （税率） 請求金額 備考

番組料金 （10-0%） 20,000
【湖サーチ】12:30～12:45

番組制作費 （10.0%） 5,000
番組収録費

小 計 25,000

消費税等 （10.0%） 2，500

合 計 ￥27,500



2024年4月30日1477-3- 1 -1

■■■■■）
タイム放送確認書

Di7f広告主静岡県議会議員田内浩之 様

1誉
]O壽地“

2024年4月度 期間2024/04/01～2024/04/30
TEL:O53-4588600 FAX:053-458-8611

貴社お申し込みの放送は、下記の通り放送致しましたのでご通知申し上げます。

番組名 【湖サーチ】1230～12:45

放送日

日 曜日 放送時刻 CM秒数
ﾀｲﾑﾗﾝｸ

区分 広告商品およびCM素材の内容

15 月 12:30－12:45 A

放送件数： 1件



1
様式第1－1号

整理番号 ｜ ゲー／

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）鉤
’

串IlT7室ム､霜/F,1 I =4斗垂'1へ、 1 T時窪ﾔ壬番h塞吾寺H』箔rっY1､、
案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

経費項目 計踏研引潰･研修費･広聴広報費･雰識儲漉曠･会議費･鮮昨剛潰･資繩様入費･事務費。銀･人件費

内 容 令和6年ダ月分事務所家賃

年月 日 令和6年＃月 1日～令和6年“”日 金額 35,165 円

目的
串可労馴．買頁

使途
家賃

…刀1口割

県政との

関連性

ユリカ1口割ﾉ I。＝0カノノl 具具'r】

く領収書貼付枠＞

70,000（家賃）＋330（温丞手数料）＝70,330

70,330×1/2＝35,165

’
'

1

■

お取扱明細票
いつもご利用いただきありがとうございます｡
お取引いただきました明細は､下記のとおりです｡

犀霊に房
繍蕊薯承認漬 ございました。 」

雲三橋信用金庫

I毒!'更＝。 ' "…＝=琴＝
三三三司

■■
ｶｰド蒲霊癩・店番・科目 ・ 口座番号
＊＊＊＊-＊**＊一*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊認需幣箙弓蜘

007

塩
〔
Ｕ

酷
（
Ｕ

二
Ｔ

一
旦
可
』

二千詩(咳

〕00

飛
Ｘ 羊rU,

お取引震別

お振込

宍P 1 ］三けど湾[ご壁蒙涯三四…穂
ﾖﾖ

羊罰罰
全F
穂
全F

手数料 キココU ページ 瘤窪
一塁

千づつU I
I時’ |U:UU 詩つL

一

キムU
一

70,330円
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様式第1－1号

可訂

支出証拠書

(会派名.議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 田内浩之）

一一

幸?雫言

経費項目
､ﾐﾐ堅豐ぅノ

シⅡ l＝皇 f萄叩Lv~…ユロ回しい'n､』 IH万J八－…易ハ･ﾛⅡl串八へ､l ﾛﾊ”ｰ 百シザヘ j d夕”"■少､ ダｰ1 G戸､

内 容 県庁にて調査4日早朝登庁のため泊

年月 日 令和6年4月3日～令和6年4月4日 金額 17,660 円

目的

骸当項目に丸帥

尚》ﾉ司争乗ヒノリンク･和DE

その他調査（比え享望亨獺宴
・云"KIﾉ1

iQ""
百五・以引労1百舅U頁ｨ叶Uﾉ圭王王。

使途

骸当項目に丸帥
～

臣
1

閨費. 積総稼
′

駐車料・その他

政務活動。

県政との

jlFP)

卦地元雪ご関鐵る部局の事業内容や敵組方針･進捗伏況などを確認する。
手確認した事業の課題内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ゴ諺
NEX『、

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
012炉922-229

翌録番号:T4180001056169

料金所(自） 三ヶ日

料金所(至） 静岡

24年4月 3日12時19分

通行料金 ￥2， 580－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消餐税率は10%です。

取扱番号

A10404-039053-819131 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会ｻｰピ
ｽで印字されたものです。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ダ諺
NEXEn

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120S22-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 静岡

料金所(至） 三ヶ日

24年4月 4日16時2 6分

通行料金 ¥2, 580-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消餐税率は10％です。

取扱番号

AlO404-049053-819536 ⑳
※本利用証明害はETC利用照会サーピ
ｽで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書嘗金額(a)

17,660円

案分率(b)

／

100％

一四忽pH＝J異へ 日額(a×b)

17,660円



領収書

"HOTELOLEINNRECEIPT

〒4200034静岡県静岡市葵区常磐町2-1-1
TEL:054-271-0001FAX:054-2710003

有限会社新日邦 登録番号T9080002018306

’
1

’
I

I

’

SIGNATURE

TEL

ご住所
TEL

ADDRESS

ありがとうございました。

またのご利用をお待ち申しあげます。

ThankyouMayWehavethe
pleasureofServingagain.

収入

印紙
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1228 蕊辮蕊 田内浩之 様
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10%消費税対象額
消費税
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12,500

11,228
1 1ワワ
ム,上目臼

150

1 ０
０

０
０

５
５

２
２

１
１

醗 蕊
12,500

( 1,122)
／

蕊繍鴬涛溌溌蕊溌蕊
ｸﾚｼﾞｯﾄ 12,500



派名・議員氏名ふじ0

÷

罰疋忘 号ず 雲弓100％

義理番号

経費項目 …･研修識･広聴広報費･霊澗誇漣峨･会議費･鮮什怖潰･資糊訟費･事務費･藷緬費･人件費

内 容 県庁にて調査 ‘

年月 日 令和6年4月9日 金 額 5,360円

目的

絃当項目に丸帥 部扇亭等z2ﾉグ嘩雪ﾒ軒会恥耀舞合せ政務清動資料の整理
使途

骸当項目に丸帥 解 ･宿泊費。 駐車料

政務活動

県政との

関連性

骸当項目に丸FD

拳
毒・麦.貝云寺員.lpjUノ/Lαﾉ、 ｜君1ホ可〕ﾉﾛJUノ手禾・＝凹皐守廷1睦両ロソも」。

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗伏況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

､、11貝HX青貝ロ,|､｣1千/ｸ〃

’
’
一
一
一
一
ｍ
聿
塞
君
拍
醇

禮
艇
鯉

や
淡
涌
池
母
窪
蔦
旦
那
抽
狸
聟
屋
一
庵

霊
篶
三
冒
号
罵
鰕
職

窯
寒
鑿
誕
溌

）
、
巧
（
ｓ
卓
京
、
尽
涯
蕪
掛
暇
〃
司
一

衷
三
・
硲
劇
鮴
鐸
龍
塞

錘1 圧
I c
1 ④
I め
I 白

｜ 罫

国
一
一

一
唖

椒
害
罐

〔．〔．

＝＝＝

淵､白
ご観§
謡

悪
く日

弓
国

一

ピコ

＝

悪

囎読>好陵添雨静呵

涯
確
匿
即
溶
窪

韓
仔
咽
恒
岬
抽
ｏ
ｕ
玉

塞
躯
丑
諄
塞
匿



ﾘ民名・議員氏名ふじ0

一

…。 亘

経費項目
、<ごごﾆﾆｸﾉ

ワロ I一品 J員Wuw員…桑以同恥Jn1j IH"必一…八ルミ･l I d d…島ﾜﾛ ﾛﾊF…ﾏ …兵 』 』ノ〃〃Iハ 〆､ﾛ Iへ

内 容 県庁にて調査11日早朝登庁のため泊

年月 日 令和6年4月10日～令和6年4月11日 金額 13,260 円

目的

骸当項目に丸FD 剴洞筆宗匡L少ヴグ地元雫騨銅宜.云"kIJ,'樟，その他調査（ ′
言江･以彌『古到買FfUﾉ幸澤。

使途

骸当項目に丸印） 頓帽蝉駐車料 ･その他

政務活動.

県政との

関連性

(該当項目に丸帥

蛎
躍

ロ垂貝云守屋1口｣Uノイヒ【xノ、 Iヨl司忌両1JﾉﾛJvノ．尹今禾一工玄"巴牙乏寺逵14庄扉画ソも〕｡

要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

した事業の課題内容や進捗状況を元に､議会・委員会等の質問に反映する。

の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ゴ曹窯、
NEXcO中日本お客さまセンター

012r922-229

竪録番号:T4180001056169

料金所(自） 三ケ日

料金所(至） 静岡

24年4月10日13時2

通行料金 ￥2，

3分

580－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10%です。

取扱番号

A11404-104159-774438 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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ご利用ありがとうございます。 ｜

利用証明書 I

ダ苛窯辰｡
NEXCO中日本お客さまセンター I

･ 0121922-229 1

登録番号:T4180001056169 !

料金所(自） 静岡

料金所(至） 三ケ日

24年4月11日17時35分 i

通行料金 ¥2, 580- !

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 ’

※通行料金の消我税率は10%です。 i

"",4,59_77573]@!
取扱番号

■１２■Ⅱ

※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです｡
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

13,260 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

13,260円
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領収証 発行日
lSSI I臣、

2024/04/10
RECEIPT

T6080001001249
お名前
NAME 田内浩之様

HOT E L

;岬醐｣淵ARE
馬職辮瀞噌騨h

領収金額
RECEIVEDTHESUMDF ¥8. 100

’
(上詑金額には消費税が含まれております｡）

このたびは､当ホテルにご宿泊下さいまして､誠にありがとうございました。

田内浩之様

T6080001001249

’

’
’

会社名
COMPANY

住所
ADDRESS

ご署名
SFGNATURE

５

３
２

０９４４２

CC P1

I
｜
’

出発日
DEPARTURE

発行日
lSSUED

宿泊人数
PERSONS

24/04/11 24/04/10 1

日付
DATE

概 要
DESCRlPTl□N

単価
PRICE

数臺
Q･Ⅳ

金額
AMOUNT

お支払い
PAID

一
幸
副

■
〉
八

消
恥

睾

つ

雁Ａ

備
制

24/04/10 宿泊代

(10%税対象額）

(10％消費税）
(消費税）

(消費税等）

０
０

０
０

１
１

８
８

６
６
６

３
３
３

７
７
７

1 8, 10( 10 513

ご利用金額
AMOUNTTOTAL

ご入余類
PAlDTO1･AL

ご請求金額
BALANCEDUE

8, 100 0 8, 100



司

様式第1－1号

整理番号 ’ 単一す

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

議鐸齢脆蹄

目的 県政運営意見交換

使途 駐車場代

政務活動．

県政との

関連性

県政運営円滑化

、ﾛ貝jⅨ琴向1､｣ｲ千〃

領収証

39

入庫日時2024年04月ｴ1日13時36分
出庫日時2024年04月11日16時27分
N0.01-000230 車室01-000001

駐車料金（一般） 600円

円
》
円
円

０
華
０
０

０
釦
０
０

６
－
１
５

，
１
Ｊ
〃
①

■
Ｐ

み
《
工

拠
》

鐸
〉

も
七
・
″

く
・

》
金

計
》
現
額

権
》
錘
鑑

案分の理由全て政務

活動にかかるものであ

る ロ

T現jⅨ…貝kaノ

600 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出"(a×b)

600 円



派名・議員氏名ふじ0

。
■
Ｉ
■
。
■
Ⅱ
ｏ
ｏ
Ｉ
ｏ
ｏ
Ｉ
Ｉ
０
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｊ
ｉ
０
Ｊ
“
”
■
Ｉ
６
Ｏ
１
Ｉ
ｏ
ｑ
Ｉ
’
’
０
Ｊ
■
Ｄ
０
ｊ
ｑ
９
■
Ｉ
Ｃ
■
９
９
；
９
０
９
．
日
！
。
■
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ⅱ
Ｉ

一【

ゴ浄篭

NEXCU甲に

0

翌録番チ

金所(自
今示イー

NEXCOEF目本
O12C

登録番号：

金所(自）

金所(至）
ん生 刈日1

30001056169

静岡

三ケ日
R 1 只蒔RE

1

1

孜扱番号

.11404-154159-776438

※本利用証明書はETC利用照会
又季、幸土荊 去忠,の示十

砿i4159-776834

引書はETC利用照会
E少】程d、〃］表す

一･･一･･一ロヮーーヨロ一画一一一~ーﾏﾏﾜ －－－．一画一.一一ローーーロー.ﾛｰｰﾛｰｰﾛﾛｰﾛﾛｰﾛﾛｰ壁一ﾛｰｰﾛｰ

整遥 杳言 嬰一6

経費項目 厨冨砺剰･研修費･圃鉱報費･蕊識儒鹿臓･会議費･資料倫駿･資糸朧入費･事務費･藷銅漬･人付費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年4月15日 金額 5瀕160円

目的

骸当項目に丸ED
部局事業上妙グ側鑑躍動会嶮雲打合せ･政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸印） 犀費･宿泊費駐車料
政務活動.

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

戸
／

つ
許
ベ
ン
！

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

5,160円

去塔等屋毒率仏､(b)不ノリ
－－

／

100%

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）政務活動費支出額(a×b）

5,160 円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

厨盈悪詞･研修費･広聴広科漬･霊澗肯報鑛･会議費･資料l密･資糊靜費･事務費･事翻積･人件費経費項目

内 容 県庁にて調査

金額年月 日 令和6年4月16日 5,160円

輻IIW垂…ｲ向、 裂き毒/1へ、 1 T吟謹拝舌IT塞寺卜H"/".Y脂、
案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

蕊理番号 ZL～ケ
′ ′

目的

骸当項目に丸印）
部局鋒ァ リング。地進塞動会派錐織

‘ ／

･政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸印） 戸
′鐸費･宿泊費・毒料

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

IL－チ号竺今一壬昌‘へ儘唐日日,7,-混浮、 日日/壷立ⅣE三〃弓､巷

弓
子

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

ご利用あり.がとうございます。

利用証明書

ダ雷
NEXrn

中日本

料金所(自） 三ヶ日

料金所(至） 静岡
24年4月16日 8時4 8分

通行料金 ￥2， 580－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消養税率は10％です。
※通行料金は確定しておりません。

取扱番号

A14404-163760-192921

※本利用証明書はETC利用照会サービ
ｽで印字されたものです。

ｆ
■
■
Ⅱ
●
Ｂ
Ｏ
■
Ｂ
・
Ｐ
ｌ
ｅ
・
■
凸
●
Ｇ
ｏ
ｄ
：
■
Ｉ
・
■
■
旧
■
。
■
Ⅱ
■
叩
■
Ⅱ
。
■
■
ｌ
・
・
■
Ⅱ
。
■
■
Ⅱ
。
。
■
Ⅱ
▲
や
■
Ⅱ
。
。
■
０
．
・
ｈ
ｌ
且
●
■
Ⅱ
ロ
・
’
１
■
■
０
■
。
①
■
Ｂ
・
“
■
ｌ
■
・
■
１
５
・
■
Ｉ
・
・
■
Ⅱ
■
Ｂ
■
Ⅱ
Ｂ
５
日
０
●
・
■
Ⅱ
■
。
■
Ⅱ
■
■
ｈ
ｌ
■
。
■
Ⅱ
“
・
■
Ⅱ
●
。
■

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

寄
MEXEn

中日本

料金所(自） 静岡

料金所(至） 三ヶ日
24年4月16日14時1

通行米捻

8分

￥2， 580－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。
※通行料金は確定しておりません。

取扱番号

A14404-163788-361128

※本利用証明番はETC利用照会サーピ

スで印字されたものです。

●
ｒ
ｌ
Ｂ
ｐ
Ⅱ
Ｉ
Ｄ
。
０
１
●
●
■
１
日
●
０
１
“
。
■
Ⅱ
■
ｑ
■
Ⅱ
。
■
９
０
．
．
０
１
■
ロ
■
Ⅱ
。
■
■
０
０
．
９
１
０
●
ｌ
ｌ
Ｔ
ｏ
ｑ
ｌ
・
ｅ
Ｉ
ｊ
“
。
■
１
■
。
■
Ⅱ
・
０
日
Ｉ
■
０
０
６
刊
守
Ⅱ
１
６
．
Ⅱ
Ｉ
ｐ
Ｄ
■
Ｉ
・
・
■
Ⅱ
ロ
寺
■
０
０
Ｆ
■
０
．
，
日
Ｊ
・
■
ｑ
４
．
．
０
８
０
■
■
０
口
・
■
０
“
ロ
日
Ⅱ
：
■
Ⅱ

5,160円

／

100％ 5,160円



様式第1－1号

－－互言了司
叶

支出証拠書
け

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

馬蔀厩周･研修費･噸広報費･霊淵靜鬮費･会議費･資料｛鰔費･資1糖入費･事務費･事務癖･人件費経費項目

県庁にて調査内 容

金額 21680円令和6年4月17日年月 日

轄理番号

目的

骸当項目に丸則 部局事業上邸グ地元容動･会派擢r合せ政務活動資料の蕊理
使途

倖｡上否ロ1－曽冶師 卒露･宿泊費･駐車料
′

政務活動.

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

；
…ロ去具＝守屋1口』Uノノーαノ、 l封lﾃ1、可Jﾉ四 Uノ弓

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容語筐捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。
、 全ｼ膵広1-戸l旦補7筈竺Iア酉十ス袷壹+か〃〒1八音目の謂謹．笙約浄才〒5

＜､ﾛ貝jⅨf言只向11特旨グ

尭
言

高
全

吟
趨

識
員
端
言
田

調
□
１
吾
一
胃

惑
寅
咄

乗

荏
酔
句
』
ロ
田

「
韮
鵡
翠
蛎
瞬
勢
・
弓
弐
」

｛
厚
《
辮
倒
裁
浮
ぐ
べ

尉
酎
雪
竪
汽
蓉
尋
蒋
胃

堂
籠
諾
鶏

醒
鋤
噸
叩
亜
雪
雲
二
一
房
茜
霊

八
封
一
面
一
汗
誠
鴫
悪
ぐ
ぺ
獣
ご
己
倖
凶
Ⅸ
賎
↑
無
４

禰
秘
聖

溺
恥
珪
毒
芹
迦

■

,孝籏来紘->補11禰辮泉
職

吾
輩
錘
母
碓
彗

寺
六
Ｊ
畔
が
叫
勵
丑
茸

錘
誤
蝿
罫
譜
翠

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

n貝jIX吉…(aノ

2,680円

案分率(b)

／

100％

政務活動皇匙へ閂1抄屯､堅"､厚ﾉ

2,680円



様式第1－1号

一軍~ﾆｰﾜ訓

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

】 I/q凸

掴 ⅡI

２
１

０
０

年
川
待

４Ｚ

邇

犯
罫
衣

様２
０
０

０
３
１

０
０
５

４
￥

ｂ
ｌ
ｌ

Ｊ
暇

ひ⑨

口

ガ
道 4, 610I』旨

入み・ 10%I

但し、騨諜同として

吐税甲告脇

癖駅

■

華琿番号

経費項目 謹職霞研修費嘩轤識糖繍臓“)資繍辮鰯識蘂費事翻欝礎
内 容 商工会関係看と意見交換峰橋）

年月 日 令和6年4月/ク日 金額
13.030

‐主宰W 円

目的 湖西市商…意見交換
／

案分の理由全て政務

活動にかかるものであ
一

領収書金額(a)

lr、030

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

'7－0”
＝へ一一 ー



様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要 令和6年4月26日

会派名・議員氏絵 ふじのくに県民クラブ・田内浩之

目 的

商T今関係者と打合せ

年月 日 令和6年4月′，日

場 所 豊橋

1 行程

4月/?日静岡～豊橋新幹線豊橋~鷲津タクシー（深夜に及んだため）

2応対者

商工会関係者

3聴取内容

■■■■ﾛ■
湖西市新居の西部保健センター浜名分庁舎活用のための打合せ

4県政への反映

商店街振興、浜名湖観光振興



様式第1－1号
＝=－

學一／〃｜

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

版

歪壁 号

経費項目 調蕊暇費･研修費･広聴癖費･嬬調青謡鱸･会議費･齢H賊農･資繩鴬入費･事務費“人件費

内 容 事務所電気代4月分

年月 日 令和6年4月 19 日 金額 2,558円

目的
7時謹逹舌h田琴窪百斤蕾壹ｲﾓ I
一野〆JlH＝四J 』己 丁･寺ジザJ〆ﾛ－､咽ﾛ ョ

使途
4月分電気代

政務活動。

県政との

関連性
I

1 4F一一斗1 ，面＝聿辛＝一声公言三丁

I〆、レー0ｰ'､戸ロ ロ ロ ロ

別紙あり

“
Ⅳ
ｆ
ｌ
ｆ
丙
Ｉ
Ｄ
。
。
‐
卜
Ｉ
ｈ
Ｐ

ｐ

莞

９

劃

割

’

し

０

、

胃

』

旺

宇

ｑ

ｑ

ｐ

I

51
一
堂

領
証

は

大
切
に
俣
生
圏
し
て
く
た
さ
い

＝三百1 1 ｣ lI I l llD＝ ］畠ソUUI lO l奉忽 HJ回 >fuノ｣ニュー1ハT汀‘エ､＝TL

お支払鯛日I藍「百雨~詞です｡ お支払謝日を過ぎてお支払いいただいた場合は、
延滞利息(年利10％)を､お支払いの日以降の料金とあわせてこ請求いたします喉

ただし､ご家産や商店など低圧の堀気をお使いいただいているお客さまが､お支払期日の翌日から

10日目までにお支払いいただいた羽合は､廼帯利息を車し受けません

仏込用腿の有効期“[~函~詞となっておりま す

中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

（ゆうちよ銀行）

註
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

塞
面
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
ま

’

令和．6年4月分 ご使用期間 3月14日～4月11日（日程11 ）

金額
戸宇~「直［直［匡［匡［函函画。画。直

5

「直「圧

1

I圧I1

1

画1画

7

消費税尋棡当頤(再孤）

’ ’465円
ご依輌人氏名

田内浩之事務所様

お客さま番号･契約種別 容垂｜ ご使用塁 上記金顔の内訳(円）

■■■■■■■
従且電灯B

、 361 ’

kWh

ll75 ’ 51117

’ ’

｜ ’ ｜ I

0570-048-155

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）

案分の理由

後援会活動にも使用の

ため案分

領収書金額(a)

5,117円

案分率(b)

／

50％

与画口到呉へ山醒、｡”、ロノ

2,558円



様式第1－1号

支出証拠 書

議員氏宅

蕊理番号

経費項目 訂踏形蹟･研修費･広聴蝿費･蒔識情報誠･会議費･資料備蹟･鐸購入費⑳謡鍼費･人件費

内 容 自動車リース料（ 4月分）

年月 日 令和 6年4月 1日～ 6年4月30日 金額 95,238円

目的 政務活動を行うための自動車リース

使途 自動車リース料

婆q力1口到

県政との

関連性

政務活動に伴う移動手段としての車の使用

<1Z貝jlX青貝向11梢昌〃

迄難鯛曾畿霞壽熟兼鷺蝿篝鑿鱈鰐:誘いゞ
4月の全走行距離＝〃〃km…①

うち政務活動関連分＝ ／､ﾀﾀ'1皿…②

※走行距離は 2024年4月整理番号孕一／3参照

②/O=/､'/"' I皿／〃'ﾉ'l皿

案分率は 100％

95,238円× 100%=95,238円

区，丘正亜~リース料 97,680ｴﾝｼﾝﾘｰｽ(力

案分の理由

走行距離により案分す

る

領収書金額(a)

95,238円

案分星 z(b)

／

100％

…力1口割夏季閂醒1回〃、Uノ

95,238円



様式第1－1号

函
支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

〃円÷ダ2E

L

一
Ｆ
毛
年 霊碆号 7－吟

経費項目 調査研籟.研修費･広聡広識費霞調誇篭購･会議資料侮蹟･舗陶費鍛事緬費･MF

内 容 自動車リース料（ 7月分）

年月 日 令和5年7月21 日 金額 ,ユ形円

目的
政務活動を行うための自動車ﾘース

使途
日副早リース科P

県政との

関連性

､､､P只上Ⅸ‐口1,｣1冨十ガク'

別紙あり①
Il-久曵"瀬から
(乞錨汐円）

計､|f/f擁毛織
弓、

2，辨2門一④）

の－②＝応,1，3月笈對旅（今目'懇含弛萩諦津勃でｨ調）

タオ,133× －4'妖蜘壁塞塗垂盤L=",雪〃門
′”-k蛾(錨危癖馬句

簿祁錦諏 3年7月整理番号？一ノテ参照

i D5-7-21 リース料 97,680ｴﾝｼﾝﾘｰｽ(力

案分の理由

毒拝R肩難により按分する

領収書金額(a)

ダj,』"
3

円

未ガキユ(Dノ

／

100％

政務活動皇贄支出額(a×b)

'す,ﾕくう3円



付属品・特別仕様（エアコン標準）の中で除外は下記のとおり

・ ファインビューLクラス

･ HDM|ケーブル

･ HDMI端子．

・保証がつくしプラン

円
円
円
円

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
１
０
０

２
５
５
ｐ

Ｏ
２
６
８

ｇ
１

(合計〕 117,210円…①

①÷48か月＝2,441.8円→2,442円".②

毎月の支払い金額から②2,442円を差し引いた金額を充当する

→97,680円-2,442円＝



請求NOﾛ■■■■
2023年7月20日

〒431-0431

静岡県湖西市
鷲津330-19

田内浩之御中 〒430-0904

静岡県浜松市中区

中沢町81-18

えんしんリース株式会

本社

TEL o53-472-3

FAX o53-472-2

口座引落のご案内

■ ■■L ■ ■ ■ ■ ｡ ■ ■ ■ ■■■ ■■
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課税区分毎内冒

課税区分

黒税 10. 00%
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消着群.箱竺計

8 880
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字
ｉ
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珪

向月

お引落日 2023年7月21日
猪古私方法 座#帰巷

金融機関名
I ■■■■■■■■■

預ざ預金種目 ■
■
■
■
■ﾛ■

座奉呈
■■■■

■
■

■■■■■■■■
■■■■■と

ﾛ■■■■■■■■■

口j巫朶義人 ﾅイ ヒロユキ

契約NO
桧収日 回数総回数

リース料等
消譽税額等

種類
税率

備考欄

０
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０
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０
－

０
】

０
－

０
』

０
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０
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０
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2023年 7H13H 1 / 48

1 1 88I800

1 81880

リース

里簿 10 n0M トヨタクラウン2500
１
日
『
０
８

１
１
４
１
１

０
０
丑
－
１
９

１
１
凸
１
１
Ⅱ

１
１
上
６
１
１

一宅P－T==~~ローーーーー

■
１
Ｊ
「
０
４

Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

１
１
『
Ｉ
Ｉ

Ｏ
ｌ
マ
０
０

１
１
Ｆ
Ｉ
Ｉ

＝一色ロ－1－＝＝－＝

l 1 881800

I I 8:880

（ 1／ ’1－－．－．－．－．-－－口‐＝---＝．．ｰ＝ー＝一一一一一－－－－＝－－－＝ー＝－．－＝ーノムーーー，昔=た



契約主要事項一覧表

自動車リース契約書

2023年5.24日

賃貸人（乙）

住所

氏名

賃借人（甲）

住所前門學刈間f
氏名 田内諺

學刈間f 曾汁グジ｡－〃 静岡県洪私市辛舜､ﾇ河8噛・18号

えんし’もリー叉籍式会法舟§ ･三‘

縄…篠龍離騨⑳

連帯保証人

住所

氏名

連糟保証人

住所

氏名
⑳⑳

卜記画借人(以下「甲」という｡)と賃貸人(以下「乙」という｡)とは､次の通り自動車ﾘｰｽ契約を締結します｡
なお､契約の区別においてフアイナンスﾘｰｽ契約の堀合は基本約定が､又ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ契約の場合は基本約定の他メン
テナンス約定が適用されます｡本契約の成立を証するため報2通を作成し､甲乙記（署）名捺印のうえ各1通を保有します｡

』

基本約定 4･洞の繍壷の篇是菖助軍の晶圃…冥釣の内容に詞合しな‘,“．又は鋪車唾駆騨辮中腎畿鵜駕駕雛職謡罐盤器藍鍜鵠潔諦
(十璽均の目的） ると共に笑的不適合'二つ色.昂7段原3項の規定に碁づき､矼於売主画uら炉制を受け､

扇'諸皿繩二搦醗瀞F白錨醗評鷺鷺瀞鵠;魁尉駐鵬1: 5.蕊糟謡蔚謡錦強釦がない期合.自画早睡騨麺舎禽‘なく毒な淡
】｣ユーシロンズ揮式会社似下「円jというD1が配入し､これを乙が丙から侭り受 鰹で乙及び丙力りら甲に引渡されたものとし立す．
け､丙の承哺を褐て本要約に定める盈仔で甲に転ﾘｰｽし､甲はこれを旧受けます､ 6.甲向l不回に自画車の引液しを受lﾅることを西らせたとE又は拒んだと2．きし<は甲

2．甲は.民法6ﾕ9条の鯉定に従い.本要釣に碁づいて乙に対して負う昌阻を矼披丙に の貢に梱すべt亭白により先主力1回回車を引洩十ことがで皀ないとtIL甲は･屋ユ5
象鼎1羽癖【Z）号の規定に透づ世．五ち'二本戻豹を解詮されても昌睡を述べません巳

3.勘識捲褒り､直“｡I丙の所有に属するものであること瞥承圏し盲 動“ざ売主b,ら脇認あうたと､,ま､噂,ま.その瞥求について舞琴ﾚの園で鰯険し
す． 之す．

4．本契約は、中力I希望する品貢、晒訊瞳且(肌杷.仕径性能その仙甲が必要とする
-切の郵隆含み､以下総称して『･幽単の晶質等jという.)そ有した”車瞥甲自 尉謂阜:鵠潔謡詮絢”霧に“しない喝合.又は自画車の週汎唾に隠し
らjln唾'五艮定し､ 甲ぷその専牽ﾏ I萱哩筋のため'三使用することを目的とします． て甲に『”があった坦合でも．乙及び丙は.一切その負任を負いません．

（リース期間】 2，天災地庇､耽争その他の不可抗力.恵迅中の亭故､労図争睦､法令の改雁､狂傲の遅
房2桑 ﾘｰｽ期間は､丑（4）配唾の血りとし､間始日は､自助早検立旺､岨自助庫届 廷、売主の郁舎｡その他乙の故涯又ば亘大な沮失が固められない審由によｩて､画助平

鯉:綱諜護瀦蒋酷曹僻癖潔晶沸職鮮霊 號溌鎭霧i直通しが逓遜し､又Iﾕ不鰯と獲った岨含でも､乙…1塁･-
耐, 甲はS ﾘｰｽ期同中手遁井幸3，塩 逝瞼訂熟卓丙法．圓山車②保彊渇所甲画嘩等厚 3‘前二羽の包含.甲建自画車の品質尋にかかわる担保寅任が甲の貢に掴する喝合を除
閲する怯津.その袖白ひざi-mせられる齢上の一切の責任を負担し､これを沮守しま 首; 五加聴薫臆対し, 自画車の屈行の退完耽求を行うもQとしきすQこり単食甲は、
十． 禿主E対して侭全濫酒厨求はで画 ず､風行の;E字方法I堀力豐蝿寸ら 9.＠とします。

2，本更釣のﾘｰｽ周間は乙丙面のリースJ､周と同一とします． 支軍画面卓猛挿猛辱だより 甲l誠記建じた喝合､甲は直捉禿主に対し,航廿匿区
3．甲iL本要的捗＝今. ﾘｰｽ雨間が関丁すらまで本実約を解睡で食ません. 肌求を行い､売主との同で解決しますﾛ
（リース斜】 4． 旧祁の皿合.乙及び丙建乙及び丙が必要と鹿める厘目内において甲の売主に対する
厩3象 褒16)配睡のﾘｰｽ料を表【7）座臥の辺り乙に趣うものとします｡ 檀『I行使に協力し之すりこの埠合でも.甲は乙'二対するﾘｰｽ料の支払い､その他本突
2.墨（61唾の晶頗ﾘｰｽ料は､回助軍及び付風品等の脚聖賢用､ ﾘｰｽ間間中に屍 約に藩づく侭務の支払いを､見れることbIでQ在せ心
生する盃（9） E己吐の公租公睡盟買用及び保険料を含み、又､本契約褐､見Iﾖ召辱に 5．本#R鮪3頂の渦合において､甲は｡前羽の枢利行使のため'二･丙の充主I男対すらZ月求
Z己賊し､志し<i士電歴的方法'二より甲乙間で面肥したﾘｰｽ畑間中に予想2れる甲の回 樋のIn版を里ける必要が生じたと色は.甲l土､画面'二より丙'二朋求します｡この1居合､
勘車の企行距賦や用近等（但し､肥吐巴所を問わず､以下錘称して「甲の自助車の使用 乙及び丙臥、売主の皿行岨力並び'二I』求1ﾖのlﾛ霞にかかる陀枢利の存否を担保しませ
条件」という｡】から算出したLの茸． 人．

3．丑（6）配似の月餌ﾘｰｽ料は､樫Mﾘｰｽ秤をﾘｰｽ間間中分8'LT支払うもので E，甲は、前二項の焔合においても｡ ﾘｰﾕ科の支払いその他木具約に荘づく慣溺の支払
あり、甲がリース用間中､車由の知何畦阿わず自助車を使用しない、問又は使用でゼな いを免れることがで包ません.
い'円間があったとしても乙'二対するﾘｰｽ料の支払いその他本異約に趣づく但溺の支払 7.甲公1，本要約の目的物として初産狂蝿又は技五された自画車1以下『中古自助車Jと
1､を免れること由'で色まぜん． ，j；.iも謹限十Z弓吾臣申の量圧で二房#+雨蕗人自圃享公正哩引胸睡全埋軍堕且公正

（再リース） 皿争規拘呼に基づくプライスｶｰドの画阻又は売主から直披保旺aの有踊辱を図隠し､
更.4量 甲凸'リース閉同詞丁の3ヶ月阿立で仁乙に対し香面で再リースを中込み､甲カロ 目ら碗1所で艮状有姿にて乙及び丙から旧り受けるものとしまf, 享室._中古自幽蔓り

リース側間詞丁時に乙に対するﾘｰｽ料の文払いその他甲乙間の更杓にかかわる晩迩不 品質等61本異約の内呑に面合しな$哩合｡甲は､本条第3頂の規定に通づせ画丘元主と
屈行ｵlなく､甲力l乙又は丙所定の与憧基卸を渦たした坦合．甲乙間で自画軍につ色再 の同で牌戻します．
ﾘｰｽ呉約&節詰で色ろものとしますロ 《自助厚の皿・菅理J

I犯邪収益1J転砺I卜雑に苔づく本人随回1 第日銭中は．椣五完了慨､ 自画車を移良な唇理香の注意そもって通路罰迅車両注で定めら
屍5象 本要約に犯卯に上る収益の聴転防止に関する隆律似下｢犯1国住」という.)毎週 れた日常点椣興伽の実施その他自助車41走行に画した状哩にI旧き笹理し､かつ、保琶場

既耕繍璽轆講雅瀧隠鰐穂彌綴溌黙浬¥鳶 2.鴫習噌纈糊識畠鍵識締鞭鐡競鑑に茜つく”点鯉
又は取引姐当者がこれに応じないｵﾕ合､乙は犯収法に基づせ、本戻杓'二基づく乙の丘務 Md･郎品・付属品の取曾え､法令拝の改良Z l定により自助車の亜行上新たI亀必要とされ
の屈行を拒むことがでを､又､中'二対し何等の貢任を負わないものとします. ろ安全樫筥都がある鳩合、その盟品代及び取付腰用.自助平の蝸昭19の1m修・作理その

（且酎阜の引遁し） 他一切の行為ぞなすと共に.そのための賀､をリーメ料とは別I言負担し±す｡この喝
男6条 乙の甲に齢る自動車の姑入畑所を竃（3）記、の自助車の使用の本拠地（保管 合､甲11乙に対し,これらの間用の喧逝等を酷求することはできません凸

渇所）とし､自助軍は売主から証掴甲I亀引晒します. この培合.甲は､軍前に売主と袖 3.甲に釦いて､簡号亜夏.住所変更.ロ働早の保管培所の亜更その仙○助車按登旺等の
車日及び岫車角間写（以下韓称して「助車日｣という.)を渋定し. これを乙l弓逝知し 亘哩京劇'二憧更甸藍E走塁ぱ 甲は理､&頴穐錐その他闘孫注令に蕗づせ甲の艮任と角
立寸． 食た.納卑日に売主から白白車鼻一カーヵl定める自Rb車の画皿脱明や先達安全技 1且でその配更手錠堂を行うものとします。
1Wの作回方法等の厩明を受けもちのとします. 4.乙及び丙は､甲が自助車の俸理又は点柱垂日をな1超合の代早の掴眺及び休霊描画に

2‘丙は. Q動早の丑綿彼直ちに甲'二対し抽阜匝配毎を送付しますﾛ但し｡甲に対し僧受 ついて伺辱モの貢に任じないものとします｡
S･甲は、乙又は丙宕しくはそれらの代理人から自動車の使用.保管戦況を点私・枕五す

3.ILMMH認越轆嘉I離謡巌糠蟹瀧m皿である二と.…….侭祷喝所への立ち入り.苦しく,ﾕ鯉明."の提供密の申入れがあったと置.
蕊霊溌謹…蝿蝿f満W舞耀鋤職侭：鰹眼力智:鱸Y辮撫t譜脅舗鶚額雛f謡れ力‘
は完了します｡なお.乙及び丙から到求力Iあったと登は､甲は､引岨究丁似宜らに1匹受 【第三審に対する桐冨魑償)
肥に配（石1名掠印してこれを乙に叉I寸し室寸. 屍日傘 甲l主日山車の保管､辺行若しくは便畑に岨団する人的･物的胡存について｡そ

亨 ＝
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』 リート多敵劉

旨 1寸 ・ 1台画
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与約亭顎

14J リース期間
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の損害力I甲の過失によるものか否かを伺わず.自ら陪岐の没めを負い．法令等に従い事
件解浅をはかります．

2,前項のja合.乙又は丙が､ 粟三宅に対し陪値金を支払ったと宮は.甲は、乙又は丙が
支払った一切の金ﾛﾛを乙又は丙からの朋求に証づきⅡちに一括で乙に支払わなければな
らないものとし吉す．

I危険負担】

房10条甲は､ 自動車の拍車日から乙へ自励車を返罰するまでに天災地迩や唾融その他甲
乙いずれの食にも押さない事由により自助車が睡失若しくは梢侭した喝合．又は自助車
を使照及び収益することがでさない1m間が生じた堀合妖災地変癖を原因とする自動車
の保守点検や修理等'二要する川問を含むがどれらに限られない.)q乙に対し直ちに毎面
でその旨を通知すると共に､そのm由の加何を問わず､次の各号の皿り、その一切の危
険を甲が負担しますロ

（1）白山車の－Zﾛ個失で修阻力1可能な喝合.甲はその貴任と負担で自助車を完全な状態{二
修理又は掴元します｡この堀合､甲は,乙に対するﾘｰｽ料の支払11を拒むことがで■
ず｡ 自助車の作細､代否物の引液し､ ﾘｰｽ料の陣測､休詞､慨及び蛾審問償等を乙に
対し期求で含ません.又､甲は本契約の目的を逗成すること力lでせない培合でも．本笑
約を解除することばで陛宮せんロ

(2)自助車の一部又は全部'二娘失が生じ､惟理が不可能な喝合又は法律の改雁､l定により
自動車を使用で2ない焔合、甲は､危険負担主として壷（11）肥叙の規定鋼寄金と
ﾘｰｽ鰯間洞了時l=おける股定残阿及び使月済自助車の円寅諏化等に閏する法律で規定
される再寅源化頽E碓尋相当飢との合計雨から､ ﾘｰｽ料に含まれる丑【9】妃級の箆

噺鷺謡難I讓裂擁護霊驍舗錨謹胤恐哨辨骨金｣と‘，
（3）自助皿が童誰にあったと世は､甲はその責任と負担で直ちに所輔の毎粟署に蛭弛届を
担出し､曹察署から出された受理番号を乙に皿知します． また､甲は､乙と協力して日
勤車の抹消登り乳を行うと共i二前号の危険負担金を五ちに現金で乙に支払い､自Ⅲ車の抹
荊登録及び危“鑑の支払完了と同時に本要約は緋了し虞ず．

（保険）

昂1 1条リース料に自助車担害陪、責任保険（以下「自陪責保険」と11ぅ.)の保険料を含
む唱合､丙が自肪貢保険を付保し､ ﾘｰｽ期間中に保険料を合さない堰合､甲が、 ﾘｰ
ｽ料とは別に保険料を負担して自陪貴保険を付促し､ リース則間中これを誰銃します｡

2. 自助車保険【以下「任恵保険」という.)は.甲がリース料とは別に保険料を負担して
これを付保し､ ’ノース卿同中継続します. この焔合､車両保験の被保険者は丙とし、保
険金噸は丙力'定める以上の付保可岨な限度内で甲の希望する保険金、とします．

3-前項の況定I=かかわらず､ ﾘｰｽ料に任錘保険の保険料を含む喝合.丙が垂(10）
配戦の任窓保険を付促します｡この塙合､甲の申出により丙力I保険会社や保険内容の変
更手続堂を行うja合. この匝更により保険料に差頤が生じたとE|土.甲は乙を経由して
丙から胴求があり次第直ちに差EN全を乙に支払い.乙はこれを丙に支払います．

4．甲が本灸に基づ白自賠寅保険又は任孟保険をI寸保する坦合、当絃保険旺群又はその写
しを速やか'二乙に担出し.乙はこれを両に提出し主す．

5.任惣保険で埋柿されない天災地変や甲の故愈又は画大な過失尋保険約歓の免賢条項に
起因する扱客や自助車保険に免責馴力1定められている喝合、その免責服は甲が負担し堂
す．

6.保険事故が発生した坦合.甲はその責任と負』且で自ら又は自助車の廼匠者をして直ち
に本故“における危険防'卜耕粁や負IE者の救皿措睡を蹄じ、最寄りの容察署に届田ら
ものとします. また､保険会社及び乙及び丙に卒改の発生B時､内容等を速やか『目書面
写で辺如し､保険金受取りに必要な全ての筈鳳を遅滿なく腔え恨険全の朋求受碩を乙及
び丙の指示'二従って行います。なお､甲は保険事故発生時に席三者との間で乙及び丙に
不利益な取決め嫁勘をしないものとします．

7.丙が保険会社から自助車の狽失にかかわる保険金の支払いを受けた鳩合､次の各号の
通りとし室す．

（1）自助草の修I風が可能な珊合．甲が前条窮（ﾕ）号の規定に従い自助車を侭ﾛ･瞬艮し
た堪合に限り､丙が受け取った保険金を限度として.その費用相当餌を丙は乙に支払
い、乙はこれを甲に支払います｡

(2)自動車が瞳失し▽Iﾔ竪眼して1座、修恨不能の喝合，甲は､丙が受け取った保険金を
限度として．前条気（2）号の支払いを免れますロ

8.自陛質保険及び任念保険により頒拍されない禍害峰罰9象に基づせ甲力I全て負担し
ます．

9. その他保険に閲する取り決めI土保険会社の約款･取扱親定に従いまナロ
（禁止行為）

県12条甲は｡次の各号の行為をすることがで含虐せんロ

&l説舞鶴W弾蟠．､警權*蝿報鰹謡鰹黙諏鶏韓誌角筐
に反して使用したり､業務として使用する喝合でも皿常の厘囲を超えて使用すること．
また．国外に持出すこと．

側嬰鶏こ謡鵜鯛認騎難難競麗経難藤録と．
(5)法令の改廃により自助車を便園することがで色なくなったと世や自助車の使用制限命
令を受けたと世に自助草を使用すること｡

(5)甲自ら又は昂三者堤利用して､乙及び丙に対L､伺迫的な冨勵､墨力的な要求行為､
法的な責任を短えた不当な要求行為をすることﾛ

2．甲は、乙及び丙の毎面'二よる承【告なしに次の各号の行為をする皇とa'で世室せんロ
（1）自皿車を転貸する等第三者に使用させること．
（2）露8条罰Z項の堤合を除芭、 自助草にｶｰﾅピグｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、 ドライブﾚｺｰ

ダｰその他の掴畠及びﾊｰドダｨｽｸ､SDｶｰ等の記録媒体等似下雀体して「樋
号等」という.）干鱈野又はその一部を除去若し<l土交換し､その伯白Ri車の加工､槙
椎替え等によりその原状を立更すること又は自勵車の品質等を変更すること．

脚翠罐嘆鰐難蕊凱溌罷蕊緊龍駕睡琴すること・ ・
3.m頂歸(2)号の親定に基づき．甲が捌壷等を股回したことにより自動車の品質等が
本契約の内容に道合しなくなった坦合､乙及び丙は一切貴任を負わず、甲が．その風圧
と負担で解決するものとします．

4．門は、その返択により甲が付着させた概器等の所存梱を偏慣で取得することができま
す.但し､樫吾等に甲の営乗秘密や個人情報が配鰍されている坦合､甲の風圧と負担で
これを消去しますロ

（麺霧麿〉

第13条甲及び迎桁保証人ば､次の各号'二定める事由が一つでも生じたと2は．立ちにそ
の旨を乙及び丙に得面で皿知しますロ

〈ﾕ）住所､氏名､本店、商号､犯収注その他塗令に基づき乙及癖に申告した、項，印章
若しくは代嚢者に垂があり、その他甲又ば迎帯保1臥の車全内容に重要な変更が生じ
たとを．

（2】認ﾕ4粂第1項各号に定める事由が一つでも生じ又は生ずるおそれのあるとをD
I3】自助車にっ営盗知、滅失、破帆蜆旧、故阿その仙率故が兄生したと2．

（4）自助車につき第三者が面差押､仮処分若しくは強刷執行をなし又はその占有を侵奪す
るなど､自助座I二期する乙及び丙の描利が隈害され又はそのおそれのある享四ｶt発生し
たとt，

（5）自助車自体又はその保否若しくは使用'二足因する亭故により仙人に人的・柚的細害が
発生したとせ．

（6）公安委貝会から自叫車の使用制限命令を受けたとを．又は自助車が通路幸訓詮匝51
品の7鰯2項に規定する自恥辱垂疵の返付拒否の対Qとなったと色.

（7）甲又は法人でない連帯煤鉦人ｵ1.家歴款判研の鋪lこより接見開始、保佐､蛤又は袖
助開始の審判毎を受けたとを､任窓俊見監侭人が迅任されたとE，既に掴助、保佐‘後
見開始の詔叩を受けているとき､又は任堂鵠印画¥ﾍが遇任されて(喝と世.

（期限の利鐘の喪失】

再14条 甲又は迩幣保証人に次の各号の一つ'三でも肱当したと宮は､zから通知脱告毎
がなくても、甲は残存するリース科全甑その仙甲の乙に対する一切の憧靭について、当
然に問限の利益を失い、直ちlここhを全碩支払います．

（1）甲の乙に式対名園研の一つでも間限に支払わないときロ但し、乙が甲に対し、文封J明
限の里日から5當韮日までの川問を定めてl膿告をし．この期間内'二甲がこれに応じない
と宮に限ります．

(2)仮差押､仮処分､弘11執行､醜兜の中立又は砿匝、民乎再生、会針寧＆その他旧跡堅
理、率雛祢生に係る手統『ﾛ姑の申立てがあったと世．

（3）租税公邸を滞納して督促を受け又は保全差押を受けたとき．
（4）色梨の胆浬,越葬の呪上.又は解肱したと皀､又は監密官庁から営乗の停止又は営業
免許若しくは冨霊査碑の取荊等の処分があったとせ．

（5）手形若しくば小切手を一回でも不漉りにしたと2．又は電子肥j晶頃梱の支払不能を発
生させたとき、その他支払いを停止したとを．

（6）廣瞳､営桑､信用等が著しく悪化したとき､又はそれらのおそれ力『あると厩められる
銅聖銅市ホム『舎五L凸

2，前唄各号の一つに餓当する事由が生じ、乙及び丙が自動車の保全上必要と脾め甲にそ
の返逓を断求したとEは､甲は直ちにこれIこ届ずるものとします。

（契釣の察除）
誌t5粂乙は、甲又'ﾕ運芥隈狂人に次の各号の一つ'二航当する卒由が生じた喝合．甲又は

迎帯保狂人の資に何すべ世卒由の有概Iごかかわらず．乙は相当なl切間を定めて屈行の仙
告をし．その1W間内に囮行がないと堂は、木契約を解除することがで色ます．但し、民
法宴542条釘ユ項各号に掲げる鳩合又は同条誌2項各号i二掲げご培合には、乙l土．仙
告をすることなく立ちに要約を解除することがで色立す．

（1）前条黒1羽各号に定める事由力'一つでも生じたと2｡
（2）甲が不当に自動車の引世取りを遅延し又は拒絶したと色．
(3) 自助眼につ世必要な保存行為をしないとき．
（4）甲が．粟ユ3条雨（7）号に砿当し、自助車の運転その他本契約の柾統が圃泄である
とEﾛ但し｡成年後見人､保住人又は祁助人から､乙に封し甲の瞳見、姑等の蕃判を受
けたとEから5宮累日以内に醤而で､甲が自動車の王転その他本莫約の継続が可能であ
ることを通知L,証明したと亘を除世ます．

（5）繭33条雨1項又は擁2項で褒明保旺し､又は賊釣した亭項のいずれかに述反するこ
とが判明した喝合口

（6）本契約に定める各条項の一つにでも違反し､又はE、同係を損なう殿澗退反をしたと
き.但し.その遮反が解消可能なものである喝合は、乙が当肢遮反を囲幽した日から5
営翻日経過しても解消されないと色に限り堂す．

2.前堀により本要約が解除されたときば,乙は､甲乙問の一切の呉約を同時に解険する
こと力Iで色これにより発生する描害は全て甲が負担するものとし倉す．

3．乙に本品席ユ項各号と同一の事由が生じ乙丙間の｣-ｽ喫約が契約解除により綴了し
たと21主本呉約も当然に解除されたものとして同時に鍔了しますﾛ

4､前項の唱合､ 甲が自助車のﾘｰｽ（貫悩〉を希望して丙に対して福面で胴求し､丙力I
これを承艦したときは､甲丙問で断たなﾘｰｽ要約を姉崎することができます0

（契約屑除の効果）

際16条前緑に上り本契約が解除されたときは、甲は涙（11）記皿の肌定蛆害金を直ち
に現金で乙に支払います｡

2．本契約の解除が自助車の引渡完了前'二なされ、乙'二売主に支払うぺ世迩勃金又は祖害
価肘会が生じたと色は、甲はこれを直ちlこ現金で乙に支払います．

3.第15条第1項諏（5）号'二よる契約解除により、甲又は連狩保狂人に禍否が生じて
心．乙は、一切その武任を負い宮せん，

4．前灸聴3項により本契約が終了したと世は、甲は．表【11）肥哩の規定損害金畑当
闘を丙に対する規定担害金として丙に支払い含す.この坦合､乙は甲に対L規定畑害金
を『日求しないものとします．

5.前頂の規定にかかわらず.前条跡4項により甲丙間に折たなリース要約が師結され企
埋合,乙及び丙は甲に対し､親定換寄金を踏求しないものとします．

（自動車の返鋤
露17条本実約が間間満丁､異約解除その仙の乎由に上り鈴了したとき.又は乙から自動

車返通胴求があったときは､甲は､徳12粂歸4羽の鯉定により乙が取得した俄器等を
除世、瓦ちに甲の賢任と負担で自助車を原状回頂似下｢原状回復」という､） したう
え （公安蕊員会'二よる証幅票止欄軍の貼付があると倉は、これを取除く手統堂をとった
うえ)、乙の掘定する日時･堀所において乙'二自助車．自助車の雌、自助車検五旺等及
び自助車柵喜賠頃貴任保険胚明昏を近逓します．但し、第4条の飢定により､甲乙間で
再リース契約を締結すると怠は除tまず、なお、本冥約における原状回阻とは、 自助車
の使用､保否により発生した自助車の価煙の城少の内､甲の故趣･過失、筈管;t脅鯨薊
述反その仙泗常の使用を超えるような使用による抽粍･蝕扱を】且旧することをも､い､
又．自四車'三殴宜した櫓麗等に丑緑されている情犯の澗去（以下「データの湘去jとい
う.）や自助車内の残紅物の除去を含みますﾛ

2， 甲は、乙に対する自助車の返週を完丁するまで善艮な管理者の注章をもって自画車を
保苦します．なお.自助車の逗蛇等そか匡報瞳要す呂伍用は､甲が負担するものとしま
T､

3‘本条累1項の規定にかかわらず､乙に返還された自助車が原状回値されていない喝
合．又は改遺･振禄唇え都による価値の減少力Iあった鳩合は､甲は乙にその損害を陪値
します｡又.甲乙間でﾘｰｽ刺の算出錘とした甲の自動車の使用条件を甲が著しく超
過して自助車を使用したと乙が配めた喝合､ これによる自助車の鱈価相当訊を乙は甲に
E『求で色るものとします．

4.本条第1項のデータの消去は.甲の買任と負担で行うものとし､乙は.一切貫任を負
わず自脚車の返週後又は引掘強に丑蠅時mが汎洩したとしても､甲の責任と負担で脚決
するものとしきす．

5．乙に遁逓された自助車に裡毒零や張肛物似下記称して「残匪物割という.）がある
嶋合.甲の我担において爬入.段置.又は施工した柚であっても､甲はそれらの所有枢
を放棄し､乙に対し我国物等の買取りを附求でさないものとし､又､乙が任愈の方法で
幾画物等を処分することにつさ異理島趣くません.なお､懇圖物等の処分別用は甲の負
担としますロ

5．乙が遇週された自助車及び破屋物等を廃羅処分する坦合、法令等の改廃巾j定により肥
距尋の面用毎力1発生したとセイ主乙I尖甲に豈賦費用の全部の負担を求めること分Iでせ
ます．

7．本条邦1項の準、丙が甲に対し矼栓丙へ自助車島猛詞するように括示したときは、
甲及び乙はこれに従います．その結果｡本粂第ﾕ項から毎B頂までの乙を全て丙と既み
替えるものとします．

8.甲が乙に対する自山車の返逓を怠ったとｾは､乙又は丙l士､自ら又は第三者に委託し
て自醐車壱回収することができるものとします．また、自助車力'雨三者の占有下にある
ため.乙又は丙ｵIその回収に隠し｡甲の当該第三宅'二対する侭務を立菩支払って自助車
壱回収した塔合､甲はその立騨金を直ちに現金で乙又は丙に支払います．なお、 自助車
の回収にかかわ尋陪費用は甲の負担としま十．

9.甲は､乙に対する自助車の返還が逐れた坦合､返還完了までの遅延日数に応じ． ﾘｰ
ｽ料相当師の鴎償金を乙に支払うほか､本契約上の旧称を引統世負担するものとしま
丁.

10,甲が乙又は丙'二自助車の返追をしない喝合､又は不可能な喝合､甲は､危険、担金を
直ちに現金で乙に支払い､乙はこれを丙'二文払います．なお､自助車の盗惣により返還
不腿の焔合は、第1、条踊（3）号が適用されます．

（リース期間潤了時のFg壼曉存価格の渭算）
毎18条本要約が期同閲丁により笹了し､乙が自副車の退週を受けたと宮は、次の各号の

皿り、甲乙間で股定換価の清算を行うものとL左す．
（ユ）農（8）配峨の殴疋襲画の禰陣方式（以下「洞扉方式」という.）がオープンエンド
方式の喝合、 リース肥間満丁時の自叫血の酷涼駒価は、壷（8）配IRの股定賎囮とし、
本契約がl胸間満丁しかつ再ﾘｰｽ契約を諦拮しない喝合､ 自動車を他に換価処分した金
、（以下「処躯師」という､）又は一般財団法人日本自助軍査定協会その他公正な松
閲の岼回に基づく酔価閑（以下「岬価即という.）から､それぞれ処分又は岬価に要
した一切の閥用を控除した残而を股定残価と対比し､当骸残叩が殴定孤国を超えると色
は､乙はその超過胡を現金で甲に支払い､又当腋残西が触定奴、に達しないとき甲はそ
の不足閲を現金で乙に支払います．但L,消掠企には洞卿時の消岡税平に基づく消盟脱
等が別述かかります．

（2）消界方式がｸﾛｰｽ‘ドｴﾝド方式の埋合､ リースlⅢ同測丁吋の敗定残価の荊拝は行わ
ないものとし主す.但し､蕊ﾕ7条部3項に定める原状回旧間用や甲の自仙車の使用粂
件を著しく超過したことによる減価分の輌算は除営ますロ

2.前坂の規定にかかわらず､甲が丙に対し直接自助車を返週したとtは、前項の”常函
価の流算を甲丙問で行うものとし寮すり この堀合､別項の乙を全て丙と剛み客えます．

3.前項により甲門間で殿定残価の洞算を行ったと世は､甲乙問及び乙丙間の殴帝睡呵の
滴算を要しないものとします．

（呉約解除畔のE碇残存価枯の溝算】

再19条訂ﾕ5条雨ユ項各号により本要乃弛I解除され乙が自画車の返還そ受けたと世は､
次の各号の通り甲乙間で殴定残囲の洞輝を行うものとし主十口なお､前条掘2項及び鯨
3項は木柔にも適用されるものとしますﾛ

（ﾕ）壷（8）記吐の禰算方式がオープンｴﾝド方式の埠合、処分固閲又は評価mからそれ
ぞれ処分又は岬価に要した一切の賢用を控除した融inを五（8）肥、の股定頚師と対比
し､当醗賎頗が笠定残砥を超えると■は.その超過胴を壷（11】胆叙の規定ｵﾊ喜企の
一部に充当し､又当賦眠胡が股定残晒に逮しないと世は.甲はその不足皿と規定鍋害企
との合計剛を画ちに現金で乙'二支払いますﾛ但し､清算金には涌算時の消閥税率lご基づ
く消髄税毎が別途かかり食す．

（2）禰算方式力lｸﾛｰズドエンド方式のｵe合.醍約解除時の殴定襲聞の澗騨はnnl行わな
いものとし左寸色但し.第17条錦3頂I筆定める侃状回個関脇及び甲の自助草の使用粂
件を著しく超過したことによる淀間分の制瓦は除世ます，

r狸症燭害全】

男20条甲は､甲が本契約に定める瞳務の胆行を乞ったときは支払川日の翌日から､又乙
が甲のための脅用を立替払した埠合の立曾金の位逓を車ったと色は立智払日から、いず
上咀告＝dロー守壬ユーヨー■＝△輻■一一.＝■ ■ F■r－－分 J一品兵一再一再土r■■

扉）による遅延根害企を乙'二支払いますD
〈公租公但）
露21条丑（9）肥咄のリース料1基含まれる潤用は、乙が負担しますが、 リース間間中に

注令の改正又は自動車にかかる団用や自賠資保険の保険科の亜更により乙の両用負担ｵ’
墹加した曝合は.甲力Iその地加分を負担し､甲ば.乙の閲求により直ちにその増加分を
リース料とは別に乙に支払います．

2.消茜税及び地方淌賢挽く以下魂称して「消費税等j という.）は、甲の負担とし哀十．
表配戦の消阿税等訓は、本契約の成立日現在の消針税辱の税牢1－上り計算したものであ
り、当芯税早が変更されたと宮は、 その亜更独の税率により計押したiM閃税等訓'二江夏
するものとし、甲はその変更催の消醐税等畝を乙'二支払うものとします．

3．本条輔1項に睡当する乙負担の腎用を除き、自助皿の取得、所有、保笹、便用（自動
車に般固された槻壗乎に閲するものを含むﾛ）及び本契約に基づく取引に即され又は
厚きれることのある公租公厘罫（以下謝して「公租公騨守jという▽）の全ての居間

2.乙及聾丙力郵号又は暫斤等を亜更寸る'三あたり．自動車朴寺【”記収率項の変更・移
転萱押等の手総き力I必要となったj3合、甲はこれに協力します．

3.甲が乙及び丙の承踞のもと自助車を仮詞するなどで自励車の使用者が甲でない鳩舎．
甲は当肢使用帝に対し､乙及び丙が自助旱の枕五五録佃腿の提供を受けること及び乙及
び丙が自側車の敏査登録欄駆を利活用することにっ芭同唾を得るものとし､甲がこの同
歳を得られない鳩合，乙及び丙は， 自動車の小需母悦Vqのうち当舷使阿祇の個人傭輻
については提供を受けないものとします。

4．甲乙及び両は． 自助車の保守、安全な迎行のため又はリース異約のサービス向上のた
め、 自助車から得られるデータ （メンテナンスやドライブレコーダー間連サービスを乙
から受ける喝合.それら侭関わるデｰﾀを含む.以下鋒称して「自助単テｰﾀ」とい
う.）をAIﾛﾛ発等のため丙が利活用することを随隠しますDこの唱合、自助平データ
は将定の旧人との対応問係を排斥し､自助叩の保守,走行零の共宥要素となる項目を同
分罰毎に杣出・姫叶し､傾向又は画4呼を欧風的に把掴する統計デｰﾀとし宣す｡

【反社会的鴎力との間保排除）
罰33条甲乙丙及び迎弥但柾人は.木冥約の肺結日において｡自ら及びそれぞれの役貝

が、鯉力団、掴力団員、暴力団目でなくなった時から5年を超過しない者、凸力団I幽榊
成因､信力回圃係企乗.暴力団閲攝団体､総会屋琴.社会辺助呑掴ほラコ･ロ､特殊知腿
患力其団等、その他これらに準ずる者（以下『反社会勢力」というﾛ）に芯当しないこ

と．及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し､かつ将来にわたっても瞳当し
ないことを確約します．

（L）反社会的勢力が経営を支配していると庇められろ間係を有することp
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると配められる関係を布することD
（3）自ら若しくは気三巻の不正の利益を回る目的又は粟三者に扣香を加える目的をもって
するなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していろと鹿められろ問係を有すること･

（4）反社会的塾力に対して達等を供給し、又は征宜を供与する等の関与をしていると皿
められる、係を有すること．

（5）その他反社会的勢力と社会的に非眺されるぺせ別係を有すること．
2．甲乙丙及び連帯保証人は、自ら又はそれぞれの役員若しくは昂三者を利用して次の各
号に砿当する行為を行わないことを確約します．

（ユ）晶力的な要求行為．

胤騨擢溌罪統響溌溌酎をし､又I握力を用いる行為．
（4）凪脱を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の匿用を屋鍋し．又は相手方の乗
海を坊害する行為．

（5）その仙前各号'二単ずる行卿．
3.甲は､乙及び丙の承膳の有侭にかかわらず, 自助車を信土+今的勢力に甲の契約者たる
地位割Ⅱ渡したり､転貸Lてはならないものとします.

（渭駒彙項〕
扉34条韮（ユ3】配賊の特約は、本要約の他の粂項1=限先して適用され、本契約と異な

る合愈lまここにI鼬するか．別に画面で甲乙丙が合患しなければ効力はないものとし虫
すり

メンテナンス約定
（リース制）
房1条基く1）記唾の契約の区別がメンテナンスリース笑的の鳩合は、表（6）配甜の

リース料には、壷【ユ2）において「○」を付したメンテナンスサ一ビス〔以下「メン
テナンスサービス」という.）の陸費用（以下「メンテナンス賢用」というﾛ）を含みま
す． このため．甲J今茎士約定茶8粂茅2項'二定める腐用のうち. ﾒﾝﾃﾅﾝｽサービス
’二かかわる胎賢用を負担する必要はあり堂せん｡

【メンテナンスサービス）

房Z条本要約Iﾆﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰｽｶ!含まれる墹合､甲は､ ﾘｰｽ用間中､表（ﾕ2）
記mのメンテナンス委託工期（以下「委託工過」という､）で、 メンテナンスサービス
を受lナろものとします｡

2‘前粂のメンテナンス買用は、丑（12）紀唾の月間院的走行距肌似下「月間要約走
行距陞」といヲ.)を基箪として定められているものとし､本契約の皿間間Tm#の実走
行距凪の月間平均が月間突約走行距註を超過したときは暉乙は甲に対しメンテナンス
サービスの追加費用を賄求でgろものとします．

3．甲は，メンテナンスサービスを受けもと倉は．委駝工喝に夢前に連絡し， メンテナン
スサービスを受けろ過所及び日帥専につ萱誌託工堰と鯉醒の上決定します．

4．中がやむを得ず他の脛師工喝で避間･修理を受ける堀合、事前に笹面にて乙の承諾を
得てこれを行うものとします．

5． メンテナンスサービスの全部又は一鄙を受けない堤合、その車由の如何壱問わず、甲
は， リース料の濁飢朗求や』－ス料の支払その他本妥釣に基づく乙'二対するI､蹄の皿行
を免れることはでをず、又乙に対してメンテナンス費用の使週駐胎求することはで世ま
せん｡またq乙は、甲がメンテナンスサービスの全部又は一部を受けないこと1二つ宮何

ら責任を負わず.その一切の量任及び置刷は甲が負担しますﾛ
6-甲は. 自助車の継統検証を行う焔合4蚕託工埠が一般社団塗人日本自凹車堕偏振興会
連合会又は各都道府県聾察に対し、自助車に係る放岡逝反金洲抽の打無を正記するこ
と、又この咽耶に甲の同麓唇等が必要なときは､乙の囲求後直ちに同童需に記（否）
名嫁印することに同踵します．

7-故豆掘時余の滞抽等に起因して自励車の継綻検交が返延又は不能となっても乙は一切
貴任を負いません.なお.肺嗣症反企の郡捕守'二E因して保安郵遺合旺の有効閉隈が
切れた焔合、保安基箪適合柾の再取得に関わる一切の陪閏用は甲が負担しますロ

8．甲は､ 自助車の従続検査を行う岨合､委託エナ母が､保安基睡適合圧の交付に代えて当
該保安基裡適合圧に配凱すべ世亭項嗜電磁的方法により運睦詞司器車両法で定められてい
る登聞情転処理挫閲に対し、提供することI二水応します、

9．次の釜胴． f理容は、 メンテナンスサービスの対里外とします．
①甲の錘又は過失に起因する理附、煙諄（甲がメンテナンスサービスの全部又は一
部を受けなかったことにより自助車に不具合が生じた堤合の些淵、修理寺を含む.】．

②率故に起因する畦怖、控等。
①平が乙の承酷を卿f，他の魁聞工培守で独自に行った脛胎、狸等．
①注令等の改鹿刺定､又は官公庁の指示若しくは命令等に起因する襲燗､修理等【改造
及び部品の取付けを含む.)．

③自助車のリコール又は自助車の品質等の不適合に起因する正削､修理写.
⑥甲が白副卑の取扱説班智及び保証罫の記暇に従わなかったことに起因して過分に発生
する坐而，修理等．
⑦ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰｽ以外の頂目について行った整陥､作理等､

（代車）
高3条乙は、 メンテナンスサービスに代平（以下「代車」という.）の提供を含む鳩合、甲

が〆ﾝﾃﾅﾝｽｻｰビスを受けるとgに代車力I必要であると申出たと遇は､ﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽサービスの提供条件に韮づせ乙が迅定する代車を甲に狸供します．但し，担仙でせる
代車は、 ］500CCクラスの如用草又はパンに限ります，

2. 6噸の規定'二かかわらず、次の各号に顧当する培合､乙は甲に代車を提供でせません.
①走行上の支ド恥のない固所の里附.作理を行う埋合.
②代車浬供の申出があったと2から24時間以内に完了すること力l見込まれる鉦陥.修
理の場合ロ
①自助車のリコール又は自助車の品虹辱の不適合'二起因する狸Ni，修理の潮合．
①剛島その仙代車の手配か喧しく囮fEであると乙力:判断した地所における代軍釦供の申
出があった堪合.

⑤年末年始、ゴールデンウイークその他繁忙期などで乙ｫ1代平を手配することがで世な
い堀合、

3．点杖・肛統栓壷・一般鉦附吋、及び代車握眺時駒が付されている亭故修理､芋の代車捉眺
は､丙が必要と認めた1M間まで編IEIとL皇す｡但し､点拱､笠間､昨理等を罫牡世､甲
に運週する自助車と代車との入替時に甲の師合で代車の控供朋問を延長する堀合､当芯
延長1m間の代卑提供は有、となります▽

4．代車｢ﾐ付保されている自動車保険要約の内容は､ 自励車に付促昌れている自助卑保険
契約の内容と異なる渇合があり.甲はこれ藍予め異醗なく承階しますﾛ

5.代車の使用.保管等にれらに起因する兇三者との間の紛争及び乙又は鉱三者に生じ
た掘害Iem等を含む.）については．木受約智上「自助車」とあるものを「代耶」に翫
唇えて木契約の各舜項を亜mLますロ

6．甲は‘代平に閲し辿法駐車をした#蛤、 自ら反則企毎を柚I寸すると共'二代車のレヮカー
秒叫保管毎の手続世及びこれらにかかる一切の噛用を負担します.虫た.甲は､迦i去
駐車により訂宗が代車を移助した喝合、乙又は丙似下「乙等」 というﾛ）の判断により
乙癖又は乙詳の措定する者が日票から代車を引取ることがあること､その焔合､乙等が
代叩内の戒匝愉について一切貢任を負わないこと‘又代車の引取りに要する一切の別用
は甲が識胆し、乙野から閣求があり次師.画ちにこれを支払うことを砿肥し毒す｡

（NCS 20200226）

用は名掘人の如何にかかわらず甲がこれを負担しますロ
4．甲は､前項による公租公鰹等の何れかの臆彊用を乙力1収めることとなったと世は､そ
の肋付の､瞳を問わず乙の朋求により直ちIﾆこれをﾘｰｽ料とは別に乙仁支払うものと
しますo

（頁用負担）

厩22余本契約の締結に要する肘用及び本契約に藻づく甲の佃防、行に要する一切の賢閲
ば.甲の負担とします.

2．乙が本異物に閲し、本来の枢¥1を守り若しくは回狸するため又は菜三者から注律上理
由があるZ9求を受けたため､やむを得ず必要な把画をとったと倉は､甲は乙力1負担した
自助車の搬出賢用（酪負服醜を含む｡)､弁I囚士租圃その仙の費用を乙'二支払います.

3．雄令辱の改正等により自動車に客金津回等の殴団が必要とされた培合、当航垂酎乃び

殴画にかかわる買用は全て甲がﾘｰｽ料とI士別に負担するものとします．
（丙の抱判の移転苧）
篦23粂乙は本呉約に基づく､乙の甲にすける全ての椛利を丙'二皿渡担保として差し入れ

るものとし､甲は異眠なくこれを承膳しますロ
2．前項のｵﾛ利阻渡について．丙はZに対しリース料取立の行使を委任するものとし、甲
はリース料を乙に対し支払うものとします．但し、乙'二つ2第14条前ユ項各号に定め
る専由と同一の車由が一つでも生じたとき、この取立委任は当幌に解除されたものと
し、以遡、甲は、丙に対しリース料を支払うものとします．

3.乙は,罰1項の:､淀担保について､丙に対しq乙の代理人として把利服瓶の氾知そ行
うことを委任します．

4.乙又は丙が本契約'二m連して木釆の枢利を守り若しくは回掴するため､又は鯨三宅勤
ら法律卜珂F角力Iある朋求を受けたため、やむを得ず必要な描画をとったときは、甲は、
自助車の搬出買閉、弁I幽士報酬モの他一切の両用を乙又は丙に支払います．

（相識の壁止］
第24塁甲は、本契勒に基づ芭乙及び丙'二対L負担する価澗を、乙及び丙又はそれらの推

承人に対する甲の個梱をもって相殺することはで■ません．
（享銭紐告の養剥
原25条甲I土、乙の羽求により毎決寡用の買惜対照表、 ｵﾊ益計扉番その他甲の率粟の武況

及び自助車の保管、使用状況毎に間する別科を遅濁なく乙に提出します．
（弁済の充当）
房26条本契約に基づく甲の個務の支払いが偵画全覗を消域させるに足りないと色は．乙

及び丙は、乙及び丙が画当と庇める時、哩序及び方法に上り充当する二とができ．甲
は．その充当に対しては異塵を遡ぺません．

（週帯保画人）
毎27条連帯保旺人は，本喫約の各粂坂を承喫し、本興約に基づく甲の乙に期する一切の

価務【以下『本件慣研」 というﾛ）につ色、甲の鐸とを笠け、甲と退特して侃筋屈斤の
責を負うものとL，木異約の翁丁{量、甲乙間で将リース堅約を締結したと2又は甲丙問
で新たなリース要約を細結したとをも個柧とします．但し、法人でない連帯保唖人の負
担は、本戻約釘に肥収する堀庵畑を限度とします｡主た、連帯保証人が濫人の喝合．そ

の卿役会等の承興を19て剤に追帯保鉦したものであることを砿腿します｡
2．乙が、連帯保証人のいずれか一人iﾆ対して皿行の關求をしたと宮I主甲及び他の垂芳
保旺人に対しても． 二の囮行の訪求の効力が生じるものとし虫す．

3．退帯保狂人は、乙がその都合により他の保旺又は担保を亜更若しくは解除しても．免
貴の主張及び胴害肥侭の胴求をしません．また．辿帯保旺人が保旺俄朔を皿行した渇合
’二代位によって乙から取得した抱利は、甲乙間の要&”'終了し甲の乙に対する価溺D全
てが弁済され書面'二よる乙の砿跨がなければ乙の櫓¥''二代位しません．

4．連帯保証人が怯人でない岨合、甲は本日現在、保旺を雷託する辿稀保柾人に民注第4
65条の10館ユ項各号'二定める耐報（①甲の財産及び収支の状況､“件、郡以外に
負担して1唱甲の{､務の右焦並びにその甑及び皿行概況､①本件旧吻の担保として他に
提供し、又は提供しようとするもの力Iあると2はその旨及び内容〉を全て提供済みであ
り．蝿供した怖報が真実、正矼であり不足がないことを乙に対して表明及び保旺し左
す．また、当餓連帯保旺人は、甲から侃柾の委師を受けるにあたり、本異約緬箱日現

在、甲から全ての情報提供を受け、これを十分に理解したうえで連帯保旺人となる邑と
を乙に対して褒明及び保征します.

5．連帝保旺人から朋求があった渇合q乙は、辿符保旺人'二対し遅淵Iなく‘民法昂458
段の2に基づき本件債務の支払状況、規定拙答金その他本契約から生じる甲の俄務に従
たる全てのものについての不砠行の有無並びにこれらの残洲及びそのうち弁済朋力唖妹
しているものの甑に関する悩祁を捉批しますﾛまた､迎帯保旺人が注入でない堀合毎甲
が認14条第1項各号のいずれかに賦当したときは、乙は当該連帯保ZE人に対し、その
旨を通知します．

6‘甲は．乙が民法罰458条の2又は認458条の3の規定'二基づ色、辺帯保証人に対
し憎紐鯉供を行うことを解画し、当鮫愉嘔妃眺に別し異腫を述べないものとします．

7．浬諦保狂人が館14条児1項各号のいずれかに故当したと畳は、甲は直ちにその旨島
乙に袴面で皿知すると共に、乙の与匡鐸を満たす新たな述帯保証人に保旺委託するも
のとします．

（乙又ば丙の通知〉
厩2B条乙又は丙において､甲又は迎帝悌旺人'二対する辺知を十る必要力I生じたと堂は､

醤面による変更の迦知のない限り、本呉約醤の住所閥､氏名間の記馳に従って通知しま
す．

2．甲又は迎蒔尿狂人が、前項の野面による通知を念った鳩合．甲又は連帯侭lf人が不明

になったため、乙又は丙からなされた智面'二よる迦知力'延着又は到退しなかった場合、
又は甲又は迎帯保鉦人がその内容を推掴することがで堂た'二もかかわらず、通知を受価
しなかった埋合は、その氾知が皿希到違すべ世ときに到廻したものとみなします．又、
甲又は連1W保疵人が不在のため、乙又は丙からなされた密面i二よる皿知が、郵団吋二圃
柾された堤合は､その圃副H間間了時'二･甲又は連帯鯉正人にその皿知力』到達したもの
とみなします．

3‘前項により、甲及び迎帯保旺人は、乙又は丙からなされた怨面による通知が抵若又は
副運しなかったことI三上って生じた扱害又は不利益を乙及び丙に対して主彊することは
でをません．

ィ暴TIT毒）
扇29条甲及び辿柿係I正人は.乙又は丙が附求したときはいつでも本巽絢に定める旧務に

ついて軌行82脂条項を付した公正柾笹を作典するものとし､その費用は甲の負柤としま
す．

（合置唇輔）
篇3D条木契約に閲して睦轟又'土紛争が生じたと世は、甲乙丙、眠のうえ円鈎に解決しま

す．世陳が飼わないと世は､甲乙丙及び迎帯保証人は東京地方哉判所又は東京ﾛ易哉判
所若L<は丙が任逗'二迅択する地方蹴判所又は面易裁判所をその替帖哉判所とします．

2.前頂の隅睡を行う堤合であって､相手方の求め力Iあるときは､甲乙及び両は､当雌12
座を行う旨の合童を瞥面又は篭磁的紀蹄にて1ﾃうものとします．

（個人情浦の取り扱い）
勇31粂乙及び丙は、甲又は迎淵保狂人が個人の喝合、次の各号の個人1M紅を帰服抽匠を

聯じたうえで収築,保有、利用し，又乙及び丙が本興約の逆行のため'二乗朔委託をすこ
契約代行人､ 自哩庫の売主.自帥車製退会社等､本喫約に自助車保険やﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ｻｰｽを含む渇合､その保険会社､ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ委庇工甥及びﾘｰｽ料の代企映済事
務委潅社に旧人悩躯を捉供でEるものとし､甲及び連糀保狂人は､巽融なくこれを承
胎しますロ

（1）甲及び逃猫保胚人が乙及び丙所定の申込評・契約醤呼に【己祗し、又は乙及び丙に通知
した甲及び迎糀屏駐人の氏名．生年月日．住所等の個人悩帆や自刈車やその保罹墹所．

取引金融Ⅲ1m等に関する阻人悩細
（2）木要約に間する囚人附躯

（3）犯｣R注に定める本人匝醒召顕又はその写しから得た個人桁報
（データ等の取扱い）
気32条甲は、乙又は丙が一般ﾛｵ団法人自助皿勅布辱眼倫細協会又は一般社団法人会、鰹

自助車仙会連合会等から自助印の鈴祷再録愉躯の蛆｢比を受け、回助平の琶理を目的とし
一律D程一一一一q 一二bDhq圭一



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）
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金の指費税率は10％
L今廿確F古1 ．で圭与、主引

取扱番老

22404-

※本利用：
戎や酊竺

孜扱番語

‘22404-

※本利用計
宝宇白1里

44101-399129

旧書はETC利用照全
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政務活動費支出額(a×b)領収書金額(a) | 案分率(b)案分の理由

全て政務活動にかかる

す,/〃円ものである。

経費項目 …･研修費･鰯広報費･雰諏悌漉婚･会議費･資料I鰄費･資料職入費･事務費･弱翻漬･人付饗

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年4月24日 金 額 5,160円

目的

骸当項目に丸則 部局事業上、ﾝグ･地元要謬･会唾雑打合せ･政務活動資料の整理
使途

菊雰･宿泊費･駐車料
r/~=冒雲案苣壼壼1日,六弾舟；、 貝圓ｵ痘立R巳,7，童華．手字面+…竺犬ｸ丁准室÷Z、

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

里卓一 ｰ÷

しチー唾云＝ユー寸具IHJv／ハーい"へ l語し'､plJﾉHJv･"'手牙専 一L＝"I旦』可迅訂す■全一H岸R1LJ,7 ．~'。

写地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

Q確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。
、 全ｼ府汰I7さ巨愉筈竺lァ閏寸-ス姶室+差分〒ぃ・音目の言円謹．筐然1か才〒弓

j,/J"円
／

100%



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）
／

物 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之）【 4月分】

轄蝿蛋汚 4－／ざ

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行IERt (km)

※領収言による充当方式

､積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行睡t (km)/総走行距離（上記C) @m)
ﾛ ､『"『ｧ【コー士ﾛ『ハゥーL→ー"、 ムーロ『百一捨ハーー/同司､ ､, 、0 ､､『"けローJ幸,『八

君了IW(km) 積算方法※ 充当額（円）

11of城 18 円× 220 km/ km 3,960

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 田内 浩之

＜領収琴占付枠>““之ｲｶ-1湖の淘別繁診･守補
3年ケ月整理番号窪一/2参照

案分の理由 領収書金額(a)

3,960円

案分率(b)

／

100％

基q力1口割冥宇へ堅【醒、α〃、Uノ

3,960円



月日 内容 行程 走行距離(I皿）

4/24 県庁 鷲津合県庁 220

合計 220



様式第1－1－号

三

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

ノ

拠

整理語 号

経費項目 調査形蹟･研修費･圃就報費･野謝靜嗣攪･会議･資膿H鰔費･趣通勤･事務費･詞翔漬･人件費

内 容 新聞購読料4月分 日経新聞

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金額 4,800 円

目的
県政･社会情勢に関する情報収集

使途

一切一NH＝J

県政との

関連性

昂以寺Uﾉ.1月叡琶｣IX果し'、以不~Y員In]Uﾉ琴摩弓1－ヲ○

ロ〆、凹一一夕■戸ﾛ 画 ■ ■

1

11ジ』産U I l J』隠等1－帝

I

I

I

5 267

田内浩之様

領収 証
2024：年4 月分

4,800門1
ご麹tありかとうこ‘さいます｡
上記鍼KJFに伽1【いたしまし

舗除綱には1i拙榊省まれ

表
／宰日

ています，

T5080402009214

胤溌篭
電話く()53)576－0359

FAX<053)576－4154

~"､~ー一,EW多P

銘 柄 部数 金 額 合計金額

日経新聞朝刊 ※

※軽減税率対象

1 4，800

刷込fj0wn牛叶制1蝿ﾘ旧旧只泓I迂臥onノ Jwp

案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書含嘗金額(a)

4,800円

案分率(b)

／

100％

一・J〆JNHー星へ閂串､ｰ" ､ピノ

4,800円



様式第 1－1号

支出証拠書

他 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

整理番号 I チー／す

経費項目 調部暁費･研彦費･広聴癖費･霊澗靜潅曠･会議費･資料作成費建僅ﾑ豊)･事務費,藷翻潰･人件費

内 容 新聞購読料4月分 ヤ6斡聞

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金額 3,300 円

目的
l、＝ l 『 号J耳I同云Mｰl詞フ ージl同十睡奉

使途
垂 ノコノJ 。 1 ． 1－3却ソ1 1月｣婚印u'rl

政務活動.

県政との

関連性

示以寺Uﾉ1月羊区琶JIX乗し'、 ↓以不苧ヤー員|ロ｣Uﾉ参多言1－ヲ○

ﾛ〆、直一一”①戸■ ー ■ a

-L 267

田内浩之様

領収証
2024年4 月分

亨需ヨ
ー

こ'愛読ありがとうございます.
上品企糎正に傾llかたしました.

錨惟抓こは消費脱が含ま；1ています｡

機
電話<053)576-0359
FAX(()53)576－4154

銘 柄 ’

中日新聞朝刊 ※

、■”幸か,一ポエーエ色L存．

I数

1

金 額

3，300

艇3,300円神3,056円隙棚翻8%) 244H

未菖刀vﾉ塁にロ

全て政務活動にかかる

ものである

領収書誉金額(a)

3,300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,300円
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NTTファイナンス株式会社
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請求書
: r

(西白未群ll甫労)簿鞭“礎撫
･ ･ ･ ､ I ‘ ･ 4‘ - ｺ＝ 一 '‘q 観･ ､ .. , U ‘ 9 . ･ 1 '･10､ : . 母 ､ ･i Pf'& . い-

431-0:43L，
湖西市鷲津5267

田内浩之様

ebでのお問い合わせ先

ml"l"II|I薑灘
024042101044310738 12686

日頃、 NTTファイナンスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
下記・料金を請求させていただきますので､内容を+飛蕊j氣謡"職までに裏面記載の場所でお支払いをお願いします｡ ( 1／ 3ページ）

請 求 年 月
(MONTHOF ISSUE)

一■一一－－＝■ー－－－－

2024年4月ご請求分

ご請求金額
(ToTALAMouNT)

お支払期限

KDUEDATE)
ローー一一一－ー一一一一一一

,2024年4月30日（火）‘8． 352円
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NTT西日本分ご請求額

NTTファイナンス分ご請求額
(合計）

7， 142円

1, 210円

8， 352円詳細については、 「ご請求内訳」をご覧ください。

*** NTTファイナンスからのお知らせ ＊＊＊

奇数月のご請求額が5, OOO円未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ月まとめてご請求しております。
※複数回線まとめてのご請求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月ご請求しております。
***NTT西日本からのお知らせ＊＊＊

フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、ど－んと割、ど－んと学割、光はじめ割）は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト [ht tp ://flets-w・ com/wari/]でご確認ください。
*NTT西日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTファイナンスへ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切り取り､当社指定のｺﾝﾆｴﾝｽｽﾄｱ[utoW!heslipbe"use!iwhenpayinglheEh｡jidngoibdidbsth:iMWi'.KEnf"" na:M"tu"""";"Mfをお願いいたします。にutoffIhegllpbeIowanduseitwhenpayingtlleEhar9esator1ecfou『。“ignated〔onvenIen〔esto｢25, ar namdal institutIon,apD5toffにG‘adoEomoEhop,
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請求年月 2024年4月ご請求分お客様ご請求番号
MONTHOF ISSUE

BILLINGNUMBER

qEH (詰客梗希長

E]021211001 12686 12648 0[

内訳項目金額（円） 内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)
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フレッツ光ヰｸｽﾄ F隼利用料 3月 1日~3月31日

… };uME":2""q'齢溌26"3月以
､､ 司 一 :

光もうともっと割』私:-- , .＝ ‘ ：、

外の解約は解約金がかかります

ﾘﾓ蓋ﾄｻ訳卓ﾄｻ÷ｽ料金"" " &一& ; ｣”謎･ざ月;Wlj日急百月gl'日.

ひかり睡話A(ｴｰｽ)定額料1 3月 1日~3月31日電話番号
r､ : ． ． ‘ ’ . ~ ･…“， 』(． ,；ざ坪蹄: 『' ； . ･+ は0531=､575-31:05.J

ひかり電話A(ｴｰｽ）定額料2

『繊,〃; ･..1.: ｝;"""’ {i:# :蛾I〃'いりI

ひかり電話対応槻器便用料

3月 1日～3月31日ひかり電

I話八使用料ば本料金と定額料ilの合計で

す。

. , ' 3月:1日~:' 3月31日E I . b

､厚昌 . 9

複数ﾁｬﾈﾙ使用料 3月 1日~3月31日

追耐番号便用糾津.iZf､1J:",~r fr¥'Z､3月､←1日~…3月3･1日、. ■｣

ひかり画話(通話料) 3月 1日~3月31日翌月へα
”』}:. :, ‘ , .”‘ ： ” に:豊 ; :: ､ : ､ i'W･"""""80円でず｡. ..: ≠( ,､‘

,. 』 _‐ :

ひかり近話A(エース)定額料分通話 3月 1日～3月31日ひかり征
<｡ . ･ : ':! .j､ 』 . .話A定額料に含まれへ通話料から減算L

ます。

がが磁購(槻帯電話等への通諾料X:""､T": Jf･ ::"i..yg月､ ,1日～8月3.1日 ､

ﾕﾆパｰｻﾙｻｰｽ料他 3月 1日～3月319 2茜号没
に『 , < ！ ､ , ‘ ir . ' → :. i … !･ .:' '･ ;あご謝求となり~ま蕊"

発行手数料
! ､ q ･ 0 . . . 1 .7
,J . E 1 ． J ･

収納手数料

ム

心LF由 q 酉 ■ ｡

§由”錨.竺畑当輌f含量+1

本請求香等の発行にかかわる各籾費用&;

な:ります｡ ‘ ；
本詔求をｺﾝﾆｴﾝｽｽﾄｱ･各種宝

櫛概閲“受払”だだく珊合の手数＊
です。

合算表示の料金合計×10%

算
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ユニバーサルサービス料他には､ 2023年4月利用料分から2024年1月不l｣用科万ま~ビ､ユーハーッル

サービス料に加え､祗話ﾘﾚｰサービス料として1番号あたり1. 1円(税込)が含まれています。
電話ﾘﾚｰサービス料については一般社団法人電気通信叩業者協会のﾎｰﾑぺｰジをご確認下さい｡

ht tps ://www. tca. or. jp/te l ephonere l ay_serv l ce_sup
穴ハ7． f／何ロノ

*.**ユニバ学サルサービス料について＊**

呈當>《些搦”二!傘料は4*魁ま龍<日本堅固においてﾕﾆパｰ
ｲﾅﾙｻ告ピズ(NT.T東茜の加入電話割の提供を確保するため
にご負担i;､ただく.'料金です｡なお､一般社団法人電気通信事業者
f湘会から1番号あたりの貿用(番号単価)が公麦されています｡
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塞玉怜任日請求年月
MONTHOF ISSUE

内訳項目金額（円）
[IMRG[BREAKDOM18Y""TE6ORYIYEN)

内訳金額（円）
'AMOUNT(YEN) 請 求 内 訳 等 詳 細 〔蕊溌も謡テドス提供事蒙看がDETAlLS OF CHARGE 8REAKDOWN

◇NTTコミュニケーション

◇NTT西日本分（小計）

8

7，142

◇NTTﾌｧｲﾅﾝｽご利用』

◇合計

1"210

、 8，352

恥､ ｡ 串 汁 ､…

卜 L

踵

<ご利用分

卜

8

7，142

1"210

8，352

卸 囹

ナピダイヤルヘの通話料(ひかり電話） 3月 1日~ 3月31日｡ 「057

(小計）

O｣で始まる番号への通話料です｡

､_茸

OCN光withﾌﾚﾂﾂ制圃瀞等" gr 契約脅号I■■■ﾛ■■
NTTコミュニケーションズご利用分。

合計 一

<NTTﾌｧｲﾅﾝｽからのお知らせ>

○上記章印はサービス提供者に代わって､ご請求させていただきます｡

砧

櫛

F ⑭

f L 1



様式第1－1号

-Z~=77訓

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）端’

轄琿番号

目的
県政・社会情勢に関する情報収集

使途
壬 ノコノJ n丁'四〃ソ1 1月J片円即ピ1可

県政との

関連性

禾以寺〔ﾉﾉ・|月 ¥Ⅸと川又乗し、 』以不~r貝.lpJvﾉ参・台ゼーツ○

､、E只卜1入言沢口1､J1訓一グ〃

ＰＩ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
ｉ

合百
l歩電

支店
01

Ｆ
一

一
劃

一
又１

区域 煩路
130 018

※は軽減税率対象･です ■■■田内浩之 様

お支払いに便利な口座振替やクレジットカード決済もございます。

湖西新聞販売セ
湖西市鷲津2489－1

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾉﾚ 0120-49-4341藤
登録番号:T8810076852068

本店 053-576-0351

ご隠読ありがとうございます。本証はご保存下さい｡全額その他を訂正したものは無効です。

茜別 3詞 ｜隠龍鋼i

※静岡新聞

10%対象
8%対象

1

0 (内消
3,300 （内消

l全墾((EIEM II Z沸呈弓

3,300

税 0）
税 244）

領収金額（含消寅税）

3，300
円

2024 注 04
月分

領収致しました。

丘 月 日

ｲ軍
lグト

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,300円

案分率(b)

／

100％

号q刀利口…具冬山函I｡〃、Uノ

3,300円



壼干1 ．＝’一／

議員E

…番号 4－／'

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行f鴎隆C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行足鴎佳 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行賎f (km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行睡陞 (km)/総走行足醗（上記C) (km)
子寺、世n円…】I△1ァ半プr÷"、ｰ『倫雪入舘／m､ 、〃‐ .｡ｰ ・_レロロー『『八

走行脚難(km) 積算方法※ 充当額（円）

2"” 18 円× 1,090 km/ km 19,620

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 田内 浩之

く領収書貼付枠＞

不ノJvノー円

全て政務活動のため 19,620円

／

100％ 19,620円



令和6年4月

月日 内容 行程 走行距離(m)

4/1 地元要望対応､FMハロー市内案内 市内 25

4/3 県庁 鷲津→県庁 110

4/4 県庁 ，Ic 零-豐対,左 県庁→鶯津 (と 午1勺 125

4/6 ﾄﾖﾀ関係者会合地元要望対応他 市内 18

4/7 湖西市安全祈願祭消防入退団式地元要望対応他 市内 22

4/10 新居渇枚･除斤 市内鷲津→県庁 120

4/11 県庁 県庁→鷲津 110

4/15 ﾄﾖﾀバッテリー地元要望対応他県庁 市内→県庁→鷲津 220

4/16 県庁 鷲津今県庁 220

4/25 建設業協会湖西警察署地元要望対応他 市内 10

4/30 県庁 鷲津→県庁 110

合計 1090



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名.議員氏名ふじのくに県民クラブ． 田博鍾之ﾂー
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．
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Ⅱ
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Ⅱ
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“
■
ｌ
・
日
■
１
．
・
■
Ⅱ
。
。
■
Ⅱ
：
■
Ⅱ
■
。
■
。
。
●
■
１

判あ

序

瀞¥gLL 鱈

､中日本012C

最番号：

:（白）

HEXCO中目本012〔

登録番号:

金所(自）
へ＝ノー、

300010561W

静岡

三ヶ日

日 8時 C ８

．
３

判
時

予
０

目

１日可

￥2，

Cｸﾚｼｰｯﾄ） 車種 ］

菊行料金の消菩税率は10%

値
取扱番号

14405-010421-659
取扱番号

413404-305076

※本利用証明書はE
宝千百1三女約表Ⅲ

■
Ｉ
“
；
１
０
日
Ⅱ
ｌ
’

1

．，－ ■｡､■ ■■q-p･一ﾛロー■0-.口望

鑿理番号

経費項目趣･研修費･広卿輔費･雰識瀞瀧犢･会議費･資料侑耀島･資繩舩費･事務費･謡緬費･人件費
琢径‘に反及′

内 容 県庁にて調査秘0 霊ﾕﾐと” 芝且久扶,泥ジャ殉

年月 日 令和6年4月30日～令和6年5月1日 金 額 15,260 円

目的

(該当項目に丸則

司)ﾉ可手宗

その他調愚
ソ苧〆ク･ユ担兀安菫1百皇U可可宜・云"lW]可可窒f｣石~己・ 」盟芳1凸型j頁4曾易rvﾉ圭芝王一

）

使途

(該当項目に丸剤 畢費鯵駐車料その他
政務活動・

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

9艦雲霞悪蔚翫藝閃塞燕芳針濯鐡応璽感する。
＞確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行うも

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

m貝llX青雲貝laノ

15,260 円

案分率(b)-" - "

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

15,260 円
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246468

領収 証 発行日
lSSUED

2024/04/30

LIn
IQ ｰ

Dr
I ｡' ､ !.E

RECEIPT

M)Jfrt
3AIRDEWSmJARE
SHIZUOKA

〒4釦-0852詩岡市美|ﾇ鉗巨町11蚕地の1
TEL.054-252-6500 FAX,O54-252-8411

REGAIRDEWSGA
領収全額 ‘
RECElVEDTHESUMOF

印

紙

¥10. 100
’

(上記金額には消費税が含まれております｡）

このたびは､当ホテル|ここ宿泊下さいまして､誠|こありがとうございました｡

円内浩之様

ー毒匡
津

F 〔 〔h 『 〔
T6080001001249

会社毛
nMPAN，

住所
ADDRFR員

246468
ご署名
S1GNATURE P137CC

到着日
ARRlVAL

鼎発日
DEPARTURE

発行日
1SSUED

宿泊人数
PERSONS

24/04/30 24/05/01 24/04/30 1

付
拒ＡＡ

［
ロ
，

概 要
DESCRlPTION

単価
PRICE

數墨
Q･TY

金額
AMCuNT

お支払い
PAID

一
華
副

。
Ｘ

消
晒

一
壱
罐Ａ

備
翻

24/04/30 宿泊代

(10％税対象額）

(10％消費税）

(消費税）

(消費税等）

０
０

０
０

Ｊ
Ｊ

Ｏ
０

１
１

８
８
８

１
１
１

９
９
９

1 10, 10( 10 410

ご利用金額
AMOUNTTOTAL

額
祉

《
五
面

入
り

之
」
恥

ご請求余類
BALANCEDUE

10, 100 0 10, 100



様式第1－1号

雲葺碆号 ｜ 弘一”

支出証拠 書

目・議員氏毛

内 容 ホームページ管理費

年月 日 2024年4月 ～ 釦24年9月 金額 33,220円

目的
少T器以Jム報

使途
ク咄、 一 マ ン曰…ﾉ 1コ

関連性

昂↓異人△邦

､､､~胆上Ⅸ言只ﾛ1,｣JFF'" ,

…
33,㈹0十2加娠込手鉾I）＝38,220 毎度ご利用いただきありがとうございます

別紙あり （納品書･請求書
I

日

I

1

/冬i戸浜松いわた信用金庫

"""l1L

署承

’

祀券(初

4

野冊#伽

0 0

干醗(伽

0

- →お取引金･額

￥33，0

L▲

0＊

筆曇鴇等毒

未ノJvグー円

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額③

33,220円

案分罫＝kw

／

1帥％

政務活動費支出額(a×団

33,220円



華
頭 求 書

田内浩之 様
、
郵
移
１
戸

下記のとおりご請求申し上げます。

〆

品名 数量 単価 金額 摘要

サーバ管理およびサポート費用

年間費用(tanai.jp)

1 SaaSforCMS(Wordpress)利用料 1 30,000 30，000
／の八n打崖』ロノ、一nnn』崖ハロ、

ヘヨー
ロロl 30,000

税率(%） 10 消費税 3,000

税込合計 ￥33,000

＜取引銀行＞

■静岡銀行湖西支店 （普) 0399289

■浜松いわた信用金庫新所原支店 （普) 0048999

■三井住友銀行浜松支店 （普） 6991986

■三菱東京UFJ銀行浜松支店 (=) 5124994

※振込手数料は、御社負担でお願い致します。



2024年4月25日

書納
ロ
叩

田内浩之 静岡県湖西市白須賀6282
株式会社パドラック

代表取締役杉本等

様

下記のとおり納品いたしました。

品名 数量罰
．
単価 金額 摘要

サーバ管理およびサポート費用

’年間費用(tanai.jp)

’1 SaaSforCMS(Wordpress)利用料 1

’
30，000 30,000

／、ハ、』桂バロノ、一n八n刎崔ハロ、

グ△､三L
ppl 30,000

兇率(%） 10 消菩税 3,000

税込合計 ¥33,000



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）
4－／

，/7

畠 理番号 I ゲーユ／

経費項目 調査職費研修費･広聴癖費蒔諏情報獺･会議費鮮幟費･資糊街入費･鰯･謡翔漬･人件費

内 容 携帯電話代 4月分

年月 日 多年3月／／日～ j年学月／〃日 金額 4,891円

目的

使途
レワ叩J己HHI 竜

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別紙あり

I

1TD"Ss~5=~7- 9,782ｿﾌﾄﾊ職ﾝｸNB(SNF

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

9,782円

案分率(b)

／

50％

1句和口認且へ1 1 1鴎、ログ、リノ

4,891円
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ご利用月(Monthofissue) 2 0 24年 3月分

ご請求額(Tbtalamountdue) 9, 356円
(内消費税等 74 1円

引落し予定日 20 24年 4月 8日
(Datebrtransfer) -

振言結果は通帳の記載等でご確認下さいますよ.うお願い致しそ

gleasachBcktheresultofbanktransferonvnllrhRnkh〔x]k

ご利用月（Monthofissue） 2 0 24年 3月分

ご請求額(Tbtalamountdue） 9, 356円
(内消費税等 74 1円

引落し予定日 20 24年 4月 8日
(Datebrtransfe｢） =

振言結果は通帳の記載等でご確認下さいますよ.うお願い致しそ

gleasachBcktheresultofbanktransferonvnllrhRnkh〔x]k



様式第1－1号

支出証拠 書

整理番号

経費項目 調蕊職潰･研修費・ 広聴広報費･霊鯛靜灌謄･会蓋費･資料{鰄費･鮮騰入費･享諮費･詞銅漬･“堂

内 容 事務員雇用■■
年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金額 143,434円

目的

1F万－三ー一言h一一

堅｡力1口翠J筵T田以Jソも」字4力星'己ﾉ窪八J

使途
4月分給与

政務活動.

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

L44,300×6/1,000=866

[44,300-866＝143,434

洽与支払明細書

令和6年4月分

品名一

給与

144,300円

///"X/fうり〃円夛 /¥%3"〃門

通勤手当 支給額合計

控 除額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

0円 144,300円 2,800円 866円 3,666円 140,634円

受領印

受領日
■
5月20日

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

143,434円

案分率(b)

／

100％

罫4河口幽冥八Lu餌、回へUノ

143,434円


